
令和２年度 第２回木津川市行財政改革推進委員会 

会 議 次 第 

  日時：令和２年１０月６日（火）午後２時～ 

場所：木津川市役所５階 全員協議会室 

１．開  会 

２．議  事 

（１）令和２年度第１回外部評価

①Ｎｏ．６６「外郭団体の見直し（緑と文化・スポーツ振興事業団）」（社会教育課） 

②Ｎｏ．８３「保育所等利用者負担額の見直し」（こども宝課）

３．そ の 他 

４．閉  会 

＜配布資料＞ 

議事（１）①関係 

令和２年度外部評価 論点整理【№66 外郭団体の見直し（緑と文化・スポーツ振興事業団）】  

【資料①】財務状況の推移 

【資料②】中央交流会館・西部交流会館における平成２８年度～平成３０年及び令 

和元年度～令和５年度の指定管理料、同期間における指定管理者名・職 

員・臨時雇用者等の人員及び職種別職員数、職員人件費 

【資料③】令和２年４月１日現在の組織図、理事会・評議員会 

【資料④】利用満足度を判断した資料（利用者アンケート） 

【資料⑤】団体の定款 

【資料⑥】令和元年度モニタリング調査結果 

【資料⑦】中央交流会館及び西部交流会館 利用案内 

【資料⑧】平成３０年度及び令和元年度の稼働ベースでの利用率 

議事（１）②関係 

令和２年度外部評価 論点整理【№83保育所等利用者負担額の見直し】 

【資料①】「本市保有の利用者負担額の現状等について」において、国基準とした場合、 

利用者負担額の増収が見込めるとした根拠の詳細資料 

【資料②】利用者負担のあり方についての検討案（令和元年６月） 

【資料③】直近の年度における運営費・利用者負担額・市負担額 



令和２年度外部評価 論点整理 

 

項目名：Ｎｏ.６６ 外郭団体の見直し（緑と文化・スポーツ振興事業団） 

（所管部署：教育部 社会教育課） 

論  点 

①外郭団体のあり方について 

②中央交流会館・西部交流会館の指定管理について 

③財務状況について 

（⇒：担当課見解） 

論点整理 

①外郭団体のあり方について 

・社会経済情勢の変化等により、事業継続の必要性に変更はないか。 

⇒定款にあるとおり、公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

は公園緑地整備等による緑地保全を推進し、緑化思想の普及啓発、及び文

化とスポーツの振興を図ることにより、木津川市における都市緑化の推進

及び市民の体力を増進し、もって地域住民の快適な生活環境づくりに寄与

することを目的としており、社会経済情勢の変化等による事業継続の必要

性に変更はないと考えます。 

 

・公益財団法人で実施することの適否は。民間事業者や他団体（NPO な

ど）によるサービスの提供は検討できないか。 

⇒平成５年に山城町の全額出資により「財団法人山城町公園緑化協会」とし

て設立され、第三セクターとして施設管理及びその運営を行ってまいりま

した。平成３０年度に西部交流会館・中央交流会館の指定管理者（令和元

年度から令和５年度まで）として選定され、施設の管理運営を行っており

ます。 

 

・公共、公益性のある事業展開の推進や、専門性を高めていく長期展望の明

確化を団体が示しているか。 

⇒公益財団法人として、公益目的事業に資した事業を継続的に行っておら

れ、一方で指定管理者としては市と締結した協定書に基づき施設管理運営

を行っておられます。また、技術向上を目的とした文化・スポーツ活動や

人材育成ではなく、活動を通して人と人とが触れ合える地域交流を主とし

た事業を推進しています。 

 

・公園都市緑化協会などとの関連性は、どうか。（位置づけ、役割、業務内

容の重複など） 

 また、団体を整理統合する考えは。 

⇒先述したとおり、当事業団は当時山城町の出資により「財団法人山城町公

園緑化協会」として設立された団体であり、設立趣旨・定款にある事業目

的や第三セクターとしての存在意義は公園都市緑化協会とは異なります。



公園都市緑化協会の主な事業は都市公園等の清掃や民有地の緑化及び公園

緑地整備による緑地保全を促進し、地域住民の快適な生活環境づくりに寄

与した都市緑化事業を推進しています。当事業団は指定管理者としての収

益事業はもとより公益財団法人として緑化推進並びに文化・スポーツ活動

を主とした地域振興事業を推進しています。現時点で団体を整理統合する

予定はありません。 

 

・市の関与のあり方は適切か。（出資者としての監査・監督、運営への助言

など） 

⇒地方自治法第 221条第３項に掲げる法人（普通地方公共団体が出資して

いる法人）は『毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を

作成し、議会に提出する。』とあり、財政状況の公表等を行っておりま

す。また、経営状況を含む運営への助言につきましては、定期的に協議の

場を設けるなどし、指導・助言を行っております。 

 

②中央交流会館・西部交流会館の指定管理について 

・適切な施設管理が行われているか。（モニタリング調査結果、市民アンケ

ート結果など） 

⇒年に２回のモニタリング調査（半年に１回）を行っており、前回指摘を受

けた事項については次回時に改善を行うなどして施設の管理保守に努めて

おられます。また、施設アンケートによって利用者の施設面及び運営面で

の利用満足度を図るなどして適宜改善を図っておられます。 

 

・電力入札等による経費削減や、自主財源の確保などによって効率的な運営

が行われているか。 

⇒平成２９年度２月から本市所有施設の高圧電力一括契約（契約電力の見直

し）により電気料金の削減やその他経費の節減努力を行っておられ、公益

財団法人として収益化した事業についてはその相償として公益目的事業に

資しておられると考えております。 

 

③財務状況について 

・「正味財産増減計算書」において前年度（平成３０年度）は多額の赤字を

計上しているが、その理由は。 

⇒平成２８年度からの指定管理施設変更による下記の要因が理由でありま

す。※補足資料・・・財務状況の推移【資料①】 

 平成２８年度から経常費用が経常収益を上回り、当期利益も平成２８年度

を境にマイナスとなっています。これは、表の枠外にも記載しているとお

り、平成２５～２７年度においては、指定管理者として山城総合文化セン

ター等施設・木津交流会館・加茂文化センターを一括管理していました

が、平成２８年度からは木津交流会館のみの指定管理となり、収益＝管理

料が不足する状態になったことによるものと思われます。 



・ひとつの金融機関に対し 1,000 万円以上の預金が計上されているが、ペ

イオフ対策は十分か。 

⇒預金先については、常にその経営状況や経済の動向を把握しており、 

 盤石であると考えられる金融機関と取引されております。 

 

・退職給付引当金が計上されていない理由は。 

⇒中小企業退職金制度を採用しているとのことです。 

 外部の機関に掛金を拠出し、将来に追加的な退職給付に係る負担が見込ま

れない制度を採用している場合には、毎期の掛金を費用として処理し、退

職給付引当金は計上されないようです。 

 

・団体に対する市の出資額及び出資比率は。 

⇒平成５年に山城町の全額出資（３千万円）により「財団法人山城町公園緑

化協会」として設立されました。 

 

追加資料 

・中央交流会館・西部交流会館における平成２８年度～平成３０年及び令和元

年度～令和５年度の指定管理料、同期間における指定管理者名・職員・臨時

雇用者等の人員及び職種別職員数、職員人件費【資料②】 

・令和２年４月１日現在の組織図、理事会・評議員会【資料③】 

・利用満足度を判断した資料【資料④】 

・団体の定款【資料⑤】 

・令和元年度モニタリング調査結果【資料⑥】 

・中央交流会館及び西部交流会館 利用案内【資料⑦】 

そ の 他 

・利用率はどのように算定しているのか。日数ベースで計算している場合

は、稼働ベース※での利用率が知りたい。【資料⑧】 

【※分子＝利用回数/分母＝利用可能日数×３（午前・午後・夜間に分かれている場合）】 

 



【資料①】



【資料②】



【資料③】



【資料④】





















【資料⑤】





















( 金 ）

◆書類確認項目
（計画書関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（法定点検関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □消防設備点検報告書 消防法第１７条の３の３に定められた点検 ■

メモ
特記事項

機器点検：6月21日実施済。
総合・機器点検：12月実施予定とし、後日消防署へ提出。

メモ
特記事項

9月2日実施済、京都府へ報告予定。（10月末までに）

昇降機設備点検報告書 上記建築物の昇降設備点検。 ■

メモ
特記事項

年1回：8月7日実施済、報告書提出済。

建築物点検報告書 建築基準法第１２条で定められた点検。 ■

メモ
特記事項

9月2日実施済、京都府へ報告予定。（10月末までに）

建築設備点検報告書 上記建築物の建築設備点検。 ■

メモ
特記事項

市有公用車任意保険については中央交流会館にて保有する公用車はなし。

書類名称 内容 適用
作成 対応

施設点検要領書
建築物、電気設備、空調設備、給排水設備などの項目
毎で施設に合致した点検要領。

■

メモ
特記事項

加入保険証書
付保する保険で協定書に定めたもの。
施設賠償責任保険、第三者賠償保険、市有公用車任意
保険

■

メモ
特記事項

施設管理組織表 常駐する管理員の所持資格や、責任範囲が示されたもの。 ■

メモ
特記事項

施設管理業務計画書
施設管理全般における計画書。日常点検や定期点検の
内容、時期が盛り込まれたもの。

■

メモ
特記事項

保全計画書
数年に１度しか実施されない法定点検や故障前に予防
保全として行うべき事項を盛り込んだ計画書。

□

塩見　貴文

書類名称 内容 適用
作成 対応

指定管理者制度導入施設の維持管理に係るモニタリング項目シート

施設名 木津川市中央交流会館 調査日 令和元年10月4日

指定管理者
（公財）木津川市緑と文化・
スポーツ振興事業団

所管課 社会教育課 実施担当者

【資料⑥】



□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □浄化槽定期検査 浄化槽法第１１条に定められた水質検査。 □

メモ
特記事項

該当せず

メモ
特記事項

該当せず

ガス消費機器点検報告書 ガス事業法第４０条の２に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

メモ
特記事項

該当せず

簡易専用水道検査報告書 水道法第３４条の２に定められた検査。 □

前回メモ

冷凍機点検報告書 高圧ガス保安法第３５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

ばい煙発生施設点検報告書 大気汚染防止法第１６条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

建築物衛生環境報告書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条
に定められた点検。

□

メモ
特記事項

該当せず

圧力容器点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

昇降機検査報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

ボイラー点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

作業環境測定報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

機械換気設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

照明設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 ■

メモ
特記事項

照明設備を6ケ月以内ごとに1回の定期点検…日常的に球切れ等を確認され、交換等は作業誌に
記録。

危険物点検報告書
消防法第１４条の３の２に定められた点検で、年１回以上
の点検。

□



■ □ ■ □

■ □ ■ □

（危機管理体制に関する書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

（その他の報告書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

警備業務日報 警備員の配置、対応等を記載した日報。 □

メモ
特記事項

警備員は配置せず作業員で対応。ただし、午後は不在の為、館長や職員が午後に巡回。

管理運営業務日報 施設の稼動状況等が記載された日報。 ■

メモ
特記事項

管理日誌として作成あり。

設備監視・管理業務日報
日常の監視・操作、点検、小修繕、保全運転等が記載さ
れた日報。

■

メモ
特記事項

該当せず

昇降機保守点検報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

現地確認：毎月点検実施。
法定点検　年1回：8月8日実施済

フィルター定期清掃・交換報
告書

業務計画に沿って行われる空調用フィルター等の清掃・
交換報告書。

■

メモ
特記事項

年2回：6月14日、11月実施予定。

浄化槽保守点検・清掃記録 浄化槽法第１０条に定められた保守点検及び清掃記録。 □

メモ
特記事項

空調設備定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：6月14日、11月実施予定。

建築物点検実施報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

業務計画に沿って作成された一覧表により点検実施を確認。

施設修理・修繕記録 施設の維持管理上行った、修理・修繕工事等の記録。 ■

メモ
特記事項

書類名称 内容 適用
作成 対応

書類名称・内容 適用
作成 対応

緊急対応マニュアル、危機管理マニュアル、事故防止・事故対策要綱などを整備しているか。■

メモ
特記事項

年次点検1回：6月13日実施済。
定期点検2ヶ月に1回：4月17日、6月13日、8月23日実施済。10月、12月、2月実施予定。

防火対象物点検報告書 消防法第８条の２の２に定められた点検 ■

メモ
特記事項

年1回：12月予定。

電気工作物定期点検報告書 電気事業法で定められた保安規程に沿って行う点検。 ■



■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（その他、維持管理に必要な書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

メモ
特記事項

備品台帳 市の備品や受託者の備品が網羅されたもの。 ■

メモ
特記事項

各種完成図面 市が委託時に貸し与えた建築、設備図面等。 ■

メモ
特記事項

設備の取扱説明書 市が委託時に貸し与えた設備取扱説明書等。 ■

メモ
特記事項

年1回：12月実施予定。

書類名称 内容 適用
作成 対応

定期清掃業務報告書 業務計画に沿って行われる定期清掃報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：11月、2or3月実施予定。

ピアノ保守点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年4回：4月16日、7月9日実施済。10月、1月実施予定。

消防訓練・防火教育実施記
録

業務計画に沿って行われる消防訓練等。 ■

メモ
特記事項

年2回：6月21日実施済。12月実施予定。

移動観覧席定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年1回：8月21日実施済。（報告書未提出。）

自動ドア定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：9月4日～5日実施済。2月実施予定。

舞台及び吊物機械定期点検
報告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年3回：6月13日、9月28日実施済。2月実施予定。

清掃業務日報 清掃人員、場所、内容等を記載した日報。 ■

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

音響・照明設備定期点検報
告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■



◆現地目視確認項目

（建築物維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

■ □ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

施設内部 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

建具（ドア、窓等） □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

手摺・階段 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 埃まみれになっていないか。 ■

メモ
特記事項

〃 埃まみれになっていないか。 ■

メモ
特記事項

空調機械室 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 天井に雨漏り跡はないか。床が湿っていないか。 ■

メモ
特記事項

電気室 異音や異臭がしていないか。 ■

施設内部 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 室内が時期にあった適温管理されているか。 ■

〃 手摺に変形やグラツキがないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 自動ドアの開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

階段の欠損及び滑り止めの浮きによる通行への支障はないか。 ■

前回メモ 前回指摘事項は改善済。

今回メモ
特記事項

特になし。

ドアや窓にきしみや破損箇所及び施錠に不具合はないか。 ■

〃 天井、壁、床等の破損はないか。 ■

〃 床・廊下が欠損・剥離等による通行への支障はないか。 ■

市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損や張り紙跡はないか。 ■

〃 不法な掲示物がないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損はないか。 ■

前回メモ 前回指摘事項の雨どい４か所修繕済。今後も計画的に行う予定。

今回メモ
特記事項

令和2年度に中央交流会館外壁改修工事を実施予定。

〃 雨樋、屋根、外壁等の破損・腐食はないか。 ■

〃 照明器具、テレビアンテナ等の落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設外観 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備運転・監視業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（清掃業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

メモ
特記事項

メモ
特記事項

給湯室（シャワー） 流し周りなどが汚れていないか。 ■

〃 汚水臭などの異臭はしていないか。 ■

施設外部 ゴミや落葉の散乱、側溝の詰まりなどはないか。 ■

メモ
特記事項

施設内部 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■

〃 監視機器が埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

監視機器なし。

確認箇所 内容 適用
問題 対応

監視室内 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 緊急時の連絡先が掲示されているか。 ■

前回メモ ・前回指摘事項は、業者確認済。現在部品取り寄せ中。修繕予定あり。（1階男性トイレ）

今回メモ
特記事項

・前回指摘事項は、修繕済。（1階男性トイレ）
・2階男性トイレ小便器奥の人感センサー反応せず水洗しない為、業者確認するよう依頼。

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 便器や水洗の破損はないか。 ■

身障者用トイレ 人感センサーやリフト等の設備は正常に動作するか。 ■

〃 緊急通報装置は正常に作動しているか。 ■

メモ
特記事項

トイレ 悪臭はしていないか。手洗い廻りの漏水はないか。 ■

メモ
特記事項

昇降機設備 エレベーターやエスカレーターにがたつきや異音はないか。 ■

〃 扉の開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

消防設備 火災報知機の受信機スイッチが、正常位置になっているか。 ■

〃 消火器は正常か。設置位置に問題はないか。 ■

給湯室 ガス漏れ感知器が正常に作動しているか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

（安全管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（環境衛生管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（備品等維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（植栽・外溝維持管理業務）

有 無 適 否

□ □ □ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 雑草の草刈がなされているか。 ■

メモ
特記事項

構内側溝 ゴミや落ち葉が溜まっていないか。 ■

植樹帯 不快感を与えない程度に樹木が剪定されているか。 ■

〃 各種表示板等に破損、汚損がないか。 ■

施設外部全体 舗装の剥れ、ひび割れ等がないか。 ■

門扉 完全に閉鎖、施錠できるか。 □

駐車場 枠線が消えている箇所や車止めの破損箇所はないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

備品 備品等が正常な状態で利用可能であるか。 ■

備品管理票 備品台帳のとおり、管理票が貼付されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設全体 異臭を感じないか。 ■

〃 埃っぽさを感じないか。 ■

時間外出入口 入退館者の監視ができているか。記録用の書類はあるか。 □

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

玄関 不審者の侵入に対して監視できているか。 ■

施設内部 適度に巡回警備を行っているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

浴室 浴槽等に水垢やカビ等が付着していないか。 □

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 □

〃 洗面、手洗いに水垢等が付着していないか。 ■

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 ■

トイレ 便器周りなどが汚れていないか。 ■

〃 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■



（災害対策業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

＜前回＞
・電球球切りを指摘（調理室）
・2階バルコニー軒下のハチの巣有。注意の上、除去依頼済。

＜今回＞
・前回指摘事項は改善済。
・階段非常灯の電球球切れ。
・2階バルコニー軒下のハチの巣有。注意の上、除去依頼済。（前回指摘事項とは別）
・2階男子トイレ小便器奥の人感センサー反応せず、水洗しない。

〃 防火扉等が障害物で作動できなくなっていないか。 ■

メモ
特記事項

特記事項（現地目視確認項目）

施設内部 避難通路は確保されているか。 ■

〃 展示物・掲示物の転倒や落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応



( 金 ）

◆書類確認項目
（計画書関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（法定点検関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □消防設備点検報告書 消防法第１７条の３の３に定められた点検 ■

メモ
特記事項

機器点検：6月21日実施済
総合・機器点検：12月27日実施済。防火対象物報告書の提出を待ち、後日消防署へ提出予定。

メモ
特記事項

9月2日実施済、京都府より12月20日に建築設備定期検査報告書受理。

昇降機設備点検報告書 上記建築物の昇降設備点検。 ■

メモ
特記事項

年1回：8月7日実施済、報告書提出済。

建築物点検報告書 建築基準法第１２条で定められた点検。 ■

メモ
特記事項

9月2日実施済、京都府より12月20日に建築設備定期検査報告書受理。

建築設備点検報告書 上記建築物の建築設備点検。 ■

メモ
特記事項

市有公用車任意保険については中央交流会館にて保有する公用車はなし。
公用車はJA、施設は損保ジャパン。

書類名称 内容 適用
作成 対応

施設点検要領書
建築物、電気設備、空調設備、給排水設備などの項目
毎で施設に合致した点検要領。

■

メモ
特記事項

加入保険証書
付保する保険で協定書に定めたもの。
施設賠償責任保険、第三者賠償保険、市有公用車任意
保険

■

メモ
特記事項

施設管理組織表 常駐する管理員の所持資格や、責任範囲が示されたもの。 ■

メモ
特記事項

施設管理業務計画書
施設管理全般における計画書。日常点検や定期点検の
内容、時期が盛り込まれたもの。

■

メモ
特記事項

保全計画書
数年に１度しか実施されない法定点検や故障前に予防
保全として行うべき事項を盛り込んだ計画書。

□

塩見　貴文

書類名称 内容 適用
作成 対応

指定管理者制度導入施設の維持管理に係るモニタリング項目シート

施設名 木津川市中央交流会館 調査日 令和2年2月14日

指定管理者
（公財）木津川市緑と文化・
スポーツ振興事業団

所管課 社会教育課 実施担当者



□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □浄化槽定期検査 浄化槽法第１１条に定められた水質検査。 □

メモ
特記事項

該当せず。

メモ
特記事項

該当せず。

ガス消費機器点検報告書 ガス事業法第４０条の２に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

メモ
特記事項

該当せず。

簡易専用水道検査報告書 水道法第３４条の２に定められた検査。 □

前回メモ

冷凍機点検報告書 高圧ガス保安法第３５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

ばい煙発生施設点検報告書 大気汚染防止法第１６条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

法定点検8月8日実施済。

建築物衛生環境報告書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条
に定められた点検。

□

メモ
特記事項

該当せず。

圧力容器点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

昇降機検査報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 ■

メモ
特記事項

該当せず。

ボイラー点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

作業環境測定報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

機械換気設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

照明設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 ■

メモ
特記事項

日常的に球切れ等を確認され、交換等は作業誌に記録。

危険物点検報告書
消防法第１４条の３の２に定められた点検で、年１回以上
の点検。

□



■ □ ■ □

■ □ ■ □

（危機管理体制に関する書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

（その他の報告書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

警備業務日報 警備員の配置、対応等を記載した日報。 □

メモ
特記事項

警備員は配置せず作業員で対応。ただし、午後は不在の為、館長や職員が午後に巡回。
※事務系・作業系の2種ある。

管理運営業務日報 施設の稼動状況等が記載された日報。 ■

メモ
特記事項

管理日誌として作成あり。

設備監視・管理業務日報
日常の監視・操作、点検、小修繕、保全運転等が記載さ
れた日報。

■

メモ
特記事項

該当せず。

昇降機保守点検報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

現地確認：毎月
法定点検　年1回：8月8日実施済。

フィルター定期清掃・交換報
告書

業務計画に沿って行われる空調用フィルター等の清掃・
交換報告書。

■

メモ
特記事項

年2回：6月14日、11月29日実施済。

浄化槽保守点検・清掃記録 浄化槽法第１０条に定められた保守点検及び清掃記録。 □

メモ
特記事項

空調設備定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：6月14日、11月29日実施済。

建築物点検実施報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

業務計画に沿って作成された一覧表により点検実施を確認。

施設修理・修繕記録 施設の維持管理上行った、修理・修繕工事等の記録。 ■

メモ
特記事項

書類名称 内容 適用
作成 対応

書類名称・内容 適用
作成 対応

緊急対応マニュアル、危機管理マニュアル、事故防止・事故対策要綱などを整備しているか。■

メモ
特記事項

年次点検1回：6月13日実施済。
定期点検2ケ月に1回：4月17日、6月13日、8月23日、10月23日、12月24日実施済。2月実施予定。

防火対象物点検報告書 消防法第８条の２の２に定められた点検 ■

メモ
特記事項

年1回：12月27日実施済。

電気工作物定期点検報告書 電気事業法で定められた保安規程に沿って行う点検。 ■



■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（その他、維持管理に必要な書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

メモ
特記事項

備品台帳 市の備品や受託者の備品が網羅されたもの。 ■

メモ
特記事項

各種完成図面 市が委託時に貸し与えた建築、設備図面等。 ■

メモ
特記事項

設備の取扱説明書 市が委託時に貸し与えた設備取扱説明書等。 ■

メモ
特記事項

年1回：12月12日実施済。

書類名称 内容 適用
作成 対応

定期清掃業務報告書 業務計画に沿って行われる定期清掃報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：11月18日実施済。3月9日実施予定。

ピアノ保守点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年4回：4月16日、7月9日、10月18日、1月21日実施済。

消防訓練・防火教育実施記
録

業務計画に沿って行われる消防訓練等。 ■

メモ
特記事項

年2回：6月21日実施済。12月27日実施済。

移動観覧席定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年1回：8月21日実施済。（報告書受理済。）

自動ドア定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年2回：9月4日～5日実施済。2月26日～28日実施予定。

舞台及び吊物機械定期点検
報告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

メモ
特記事項

年3回：6月13日、9月28日実施済。2月4日実施済。

清掃業務日報 清掃人員、場所、内容等を記載した日報。 ■

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

音響・照明設備定期点検報
告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■



◆現地目視確認項目

（建築物維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

■ □ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

施設内部 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

建具（ドア、窓等） □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

手摺・階段 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 埃まみれになっていないか。 ■

メモ
特記事項

〃 埃まみれになっていないか。 ■

メモ
特記事項

空調機械室 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 天井に雨漏り跡はないか。床が湿っていないか。 ■

メモ
特記事項

電気室 異音や異臭がしていないか。 ■

施設内部 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 室内が時期にあった適温管理されているか。 ■

〃 手摺に変形やグラツキがないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 自動ドアの開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

階段の欠損及び滑り止めの浮きによる通行への支障はないか。 ■

前回メモ

今回メモ
特記事項

ドアや窓にきしみや破損箇所及び施錠に不具合はないか。 ■

〃 天井、壁、床等の破損はないか。 ■

〃 床・廊下が欠損・剥離等による通行への支障はないか。 ■

市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損や張り紙跡はないか。 ■

〃 不法な掲示物がないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損はないか。 ■

前回メモ 令和2年度に中央交流会館外壁改修工事を実施予定。

今回メモ
特記事項

令和2年度に中央交流会館外壁改修工事を実施予定。（前回同様）

〃 雨樋、屋根、外壁等の破損・腐食はないか。 ■

〃 照明器具、テレビアンテナ等の落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設外観 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

■ □ ■ □

（設備運転・監視業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（清掃業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

メモ
特記事項

メモ
特記事項

給湯室（シャワー） 流し周りなどが汚れていないか。 ■

〃 汚水臭などの異臭はしていないか。 ■

施設外部 ゴミや落葉の散乱、側溝の詰まりなどはないか。 ■

メモ
特記事項

施設内部 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■

〃 監視機器が埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

監視室内 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 緊急時の連絡先が掲示されているか。 ■

前回メモ ・2階男性トイレ小便器奥の人感センサー反応せず水洗しない為、業者確認するよう依頼。

今回メモ
特記事項

・2階男性トイレ小便器奥の人感センサー反応せず水洗しない為、使用禁止とした。
※令和2年度予算に計上し、修繕予定。（10万円以下。）

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 便器や水洗の破損はないか。 ■

身障者用トイレ 人感センサーやリフト等の設備は正常に動作するか。 ■

〃 緊急通報装置は正常に作動しているか。 ■

メモ
特記事項

トイレ 悪臭はしていないか。手洗い廻りの漏水はないか。 ■

メモ
特記事項

昇降機設備 エレベーターやエスカレーターにがたつきや異音はないか。 ■

〃 扉の開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

消防設備 火災報知機の受信機スイッチが、正常位置になっているか。 ■

〃 消火器は正常か。設置位置に問題はないか。 ■

給湯室 ガス漏れ感知器が正常に作動しているか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

（安全管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（環境衛生管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（備品等維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（植栽・外溝維持管理業務）

有 無 適 否

□ □ □ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 雑草の草刈がなされているか。 ■

メモ
特記事項

構内側溝 ゴミや落ち葉が溜まっていないか。 ■

植樹帯 不快感を与えない程度に樹木が剪定されているか。 ■

〃 各種表示板等に破損、汚損がないか。 ■

施設外部全体 舗装の剥れ、ひび割れ等がないか。 ■

門扉 完全に閉鎖、施錠できるか。 □

駐車場 枠線が消えている箇所や車止めの破損箇所はないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

備品 備品等が正常な状態で利用可能であるか。 ■

備品管理票 備品台帳のとおり、管理票が貼付されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設全体 異臭を感じないか。 ■

〃 埃っぽさを感じないか。 ■

時間外出入口 入退館者の監視ができているか。記録用の書類はあるか。 □

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

玄関 不審者の侵入に対して監視できているか。 ■

施設内部 適度に巡回警備を行っているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

浴室 浴槽等に水垢やカビ等が付着していないか。 □

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 □

〃 洗面、手洗いに水垢等が付着していないか。 ■

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 ■

トイレ 便器周りなどが汚れていないか。 ■

〃 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■



（災害対策業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

＜前回＞
・前回指摘事項は改善済。
・階段非常灯の電球球切れ。
・2階バルコニー軒下にハチの巣有り。注意の上、除去依頼済。（前回指摘事項とは別）
・2階男子トイレ小便器奥の人感センサー反応せず、水洗しない。

＜今回＞
・ホール照明4ヶ所は間引いて、聡明器具は填めていない。
・ホール舞台側の照明が1ヶ所切れている。2月26日～28日の照明点検で修理予定。
・こどもサロンの電球も間引いている。
・機械室の非常灯切れ→建築設備点検の指摘事項により2020年4月以降に修理予定。
・前回指摘事項の2階男子トイレ小便器奥は使用禁止とし、それ以外は改善済。

〃 防火扉等が障害物で作動できなくなっていないか。 ■

メモ
特記事項

特記事項（現地目視確認項目）

施設内部 避難通路は確保されているか。 ■

〃 展示物・掲示物の転倒や落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応



( 金 ）

◆書類確認項目
（計画書関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（法定点検関係書類）

有 無 適 否

□ □ □ □

□ □ □ □建築設備点検報告書 上記建築物の建築設備点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

西部交流会館は京都府の建物を使用許可申請しているため該当せず。

建築物点検報告書 建築基準法第１２条で定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

西部交流会館は京都府の建物を使用許可申請しているため該当せず。

加入保険証書
付保する保険で協定書に定めたもの。
施設賠償責任保険、第三者賠償保険、市有公用車任意
保険

■

メモ
特記事項

施設賠償責任保険は社会教育課へ提出済。

書類名称 内容 適用
作成 対応

施設点検要領書
建築物、電気設備、空調設備、給排水設備などの項目
毎で施設に合致した点検要領。

■

前回メモ

メモ
特記事項

施設管理組織表 常駐する管理員の所持資格や、責任範囲が示されたもの。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

保全計画書
数年に１度しか実施されない法定点検や故障前に予防
保全として行うべき事項を盛り込んだ計画書。

□

前回メモ

メモ
特記事項

施設管理業務計画書
施設管理全般における計画書。日常点検や定期点検の
内容、時期が盛り込まれたもの。

■

前回メモ

メモ
特記事項

塩見　貴文

書類名称 内容 適用
作成 対応

指定管理者制度導入施設の維持管理に係るモニタリング項目シート

施設名 木津川市西部交流会館 調査日 令和元年10月4日

指定管理者
（公財）木津川市緑と文化・
スポーツ振興事業団

所管課 社会教育課 実施担当者



■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

メモ
特記事項

該当せず

昇降機検査報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

建築物衛生環境報告書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条
に定められた点検。

□

メモ
特記事項

該当せず

圧力容器点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

ボイラー点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

機械換気設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

照明設備を6ヶ月以内ごとに1回の定期点検…日常的に球切れ等を確認され、交換等は作業誌に
記録。

作業環境測定報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

照明設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

機器点検：6月21日実施済。
総合・機器点検：12月実施予定。

危険物点検報告書
消防法第１４条の３の２に定められた点検で、年１回以上
の点検。

□

昇降機設備点検報告書 上記建築物の昇降設備点検。 ■

メモ
特記事項

年1回：2月実施予定。

消防設備点検報告書 消防法第１７条の３の３に定められた点検 ■



□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

（危機管理体制に関する書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

前回メモ

メモ
特記事項

書類名称・内容 適用
作成 対応

緊急対応マニュアル、危機管理マニュアル、事故防止・事故対策要綱などを整備しているか。■

防火対象物点検報告書 消防法第８条の２の２に定められた点検 ■

前回メモ

メモ
特記事項

年1回：12月実施予定。

電気工作物定期点検報告書 電気事業法で定められた保安規程に沿って行う点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

メモ
特記事項

該当せず

浄化槽定期検査 浄化槽法第１１条に定められた水質検査。 □

メモ
特記事項

該当せず

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

ガス消費機器点検報告書 ガス事業法第４０条の２に定められた点検。 □

ばい煙発生施設点検報告書 大気汚染防止法第１６条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず

簡易専用水道検査報告書 水道法第３４条の２に定められた検査。 □

冷凍機点検報告書 高圧ガス保安法第３５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず



（その他の報告書類）

有 無 適 否

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

清掃業務日報 清掃人員、場所、内容等を記載した日報。 ■

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

音響・照明設備定期点検報
告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

警備業務日報 警備員の配置、対応等を記載した日報。 □

メモ
特記事項

警備員は配置せず。

管理運営業務日報 施設の稼動状況等が記載された日報。 ■

メモ
特記事項

管理日誌として作成あり。

設備監視・管理業務日報
日常の監視・操作、点検、小修繕、保全運転等が記載さ
れた日報。

■

メモ
特記事項

該当せず

昇降機保守点検報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

遠隔監視を毎月実施：監視有り。
保守点検　定期4回：5月24日、8月6日実施済。11月、2月実施予定。
　　　　　　　年次1回：3月実施予定。

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月11日実施済。11月実施予定。　保守点検結果は中央交流会館で保管。

浄化槽保守点検・清掃記録 浄化槽法第１０条に定められた保守点検及び清掃記録。 □

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月11日実施済。11月実施予定。　保守点検結果は中央交流会館で保管。

フィルター定期清掃・交換報
告書

業務計画に沿って行われる空調用フィルター等の清掃・
交換報告書。

■

施設修理・修繕記録 施設の維持管理上行った、修理・修繕工事等の記録。 ■

メモ
特記事項

中央交流会館で保管。

空調設備定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

建築物点検実施報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 □

前回メモ

メモ
特記事項

中央交流会館のみ該当。

書類名称 内容 適用
作成 対応



□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

（その他、維持管理に必要な書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

メモ
特記事項

委託時に貸し与えた取扱い説明書等は特になし。

備品台帳 市の備品や受託者の備品が網羅されたもの。 ■

メモ
特記事項

各種完成図面 市が委託時に貸し与えた建築、設備図面等。 ■

メモ
特記事項

設備の取扱説明書 市が委託時に貸し与えた設備取扱説明書等。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

書類名称 内容 適用
作成 対応

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：9月30日実施済。（報告書未提出）2or3月実施予定。

ピアノ保守点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月21日実施済。12月実施予定。

定期清掃業務報告書 業務計画に沿って行われる定期清掃報告書。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

年4回：4月16日、7月9日実施済。10月、2月実施予定。

消防訓練・防火教育実施記
録

業務計画に沿って行われる消防訓練等。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

自動ドア定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

移動観覧席定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

舞台及び吊物機械定期点検
報告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 □



◆現地目視確認項目

（建築物維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

施設内部 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

建具（ドア、窓等） □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

手摺・階段 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □〃 埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

〃 埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

空調機械室 異音や異臭がしていないか。 □

〃 天井に雨漏り跡はないか。床が湿っていないか。 ■

メモ
特記事項

電気室 異音や異臭がしていないか。 □

施設内部 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 室内が時期にあった適温管理されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

階段の欠損及び滑り止めの浮きによる通行への支障はないか。 ■

〃 手摺に変形やグラツキがないか。 ■

メモ
特記事項

ドアや窓にきしみや破損箇所及び施錠に不具合はないか。 ■

〃 自動ドアの開閉に不具合はないか。 ■

〃 天井、壁、床等の破損はないか。 ■

〃 床・廊下が欠損・剥離等による通行への支障はないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損や張り紙跡はないか。 ■

〃 不法な掲示物がないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損はないか。 ■

メモ
特記事項

市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 雨樋、屋根、外壁等の破損・腐食はないか。 ■

〃 照明器具、テレビアンテナ等の落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設外観 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備運転・監視業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（清掃業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

メモ
特記事項

メモ
特記事項

給湯室（シャワー） 流し周りなどが汚れていないか。 ■

〃 汚水臭などの異臭はしていないか。 ■

施設外部 ゴミや落葉の散乱、側溝の詰まりなどはないか。 ■

メモ
特記事項

施設内部 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■

〃 監視機器が埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

監視機器は無い。

確認箇所 内容 適用
問題 対応

監視室内 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 緊急時の連絡先が掲示されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 便器や水洗の破損はないか。 ■

身障者用トイレ 人感センサーやリフト等の設備は正常に動作するか。 ■

〃 緊急通報装置は正常に作動しているか。 ■

メモ
特記事項

トイレ 悪臭はしていないか。手洗い廻りの漏水はないか。 ■

メモ
特記事項

昇降機設備 エレベーターやエスカレーターにがたつきや異音はないか。 ■

〃 扉の開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

定期的にLPガスの取替あり。

消防設備 火災報知機の受信機スイッチが、正常位置になっているか。 ■

〃 消火器は正常か。設置位置に問題はないか。 ■

給湯室 ガス漏れ感知器が正常に作動しているか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

（安全管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（環境衛生管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（備品等維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（植栽・外溝維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 雑草の草刈がなされているか。 ■

メモ
特記事項

構内側溝 ゴミや落ち葉が溜まっていないか。 ■

植樹帯 不快感を与えない程度に樹木が剪定されているか。 ■

〃 各種表示板等に破損、汚損がないか。 ■

施設外部全体 舗装の剥れ、ひび割れ等がないか。 ■

門扉 完全に閉鎖、施錠できるか。 ■

駐車場 枠線が消えている箇所や車止めの破損箇所はないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

備品 備品等が正常な状態で利用可能であるか。 ■

備品管理票 備品台帳のとおり、管理票が貼付されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設全体 異臭を感じないか。 ■

〃 埃っぽさを感じないか。 ■

時間外出入口 入退館者の監視ができているか。記録用の書類はあるか。 □

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

玄関 不審者の侵入に対して監視できているか。 ■

施設内部 適度に巡回警備を行っているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

浴室 浴槽等に水垢やカビ等が付着していないか。 □

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 □

〃 洗面、手洗いに水垢等が付着していないか。 ■

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 ■

トイレ 便器周りなどが汚れていないか。 ■

〃 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■



（災害対策業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

＜前回＞
　・指摘事項ではないが、昨年度修繕を行った壁紙の接続部分が剥離はしていないが、裂け目がわかる部分
が出てきている（昨年度施工後に無料で、施工業者が修繕対応済）。指定管理者による日々の修繕を依頼済。

＜今回＞
　・前回指摘事項は引き続き小修繕を繰り返しながら対応していただく。
　・今回指摘は特になし。

〃 防火扉等が障害物で作動できなくなっていないか。 ■

メモ
特記事項

特記事項（現地目視確認項目）

施設内部 避難通路は確保されているか。 ■

〃 展示物・掲示物の転倒や落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応



( 金 ）

◆書類確認項目
（計画書関係書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

（法定点検関係書類）

有 無 適 否

□ □ □ □

□ □ □ □建築設備点検報告書 上記建築物の建築設備点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

西部交流会館は京都府の建物を使用許可申請しているため該当せず。

建築物点検報告書 建築基準法第１２条で定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

西部交流会館は京都府の建物を使用許可申請しているため該当せず。

加入保険証書
付保する保険で協定書に定めたもの。
施設賠償責任保険、第三者賠償保険、市有公用車任意
保険

■

メモ
特記事項

平成31.4.1～令和2.4.1
賠償責任保険　　契約日:平成31.3.12   面積:1,145㎡

書類名称 内容 適用
作成 対応

施設点検要領書
建築物、電気設備、空調設備、給排水設備などの項目
毎で施設に合致した点検要領。

■

前回メモ

メモ
特記事項

施設管理組織表 常駐する管理員の所持資格や、責任範囲が示されたもの。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

中央交流会館で管理。

保全計画書
数年に１度しか実施されない法定点検や故障前に予防
保全として行うべき事項を盛り込んだ計画書。

□

前回メモ

メモ
特記事項

施設管理業務計画書
施設管理全般における計画書。日常点検や定期点検の
内容、時期が盛り込まれたもの。

■

前回メモ

メモ
特記事項

保守点検予定表、作業点検管理日誌等。

塩見　貴文

書類名称 内容 適用
作成 対応

指定管理者制度導入施設の維持管理に係るモニタリング項目シート

施設名 木津川市西部交流会館 調査日 令和2年2月14日

指定管理者
（公財）木津川市緑と文化・
スポーツ振興事業団

所管課 社会教育課 実施担当者



■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

メモ
特記事項

該当せず。

昇降機検査報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 ■

メモ
特記事項

年1回：3月実施予定。

建築物衛生環境報告書
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第４条
に定められた点検。

□

メモ
特記事項

該当せず。

圧力容器点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

ボイラー点検報告書 労働安全衛生法第４１条、第４５条に定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

機械換気設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

前回メモ 日常的に球切れ等を確認され、交換等は作業誌に記録。

メモ
特記事項

作業環境測定報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

照明設備点検報告書 労働安全衛生法第６５条に定められた点検。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

機器点検：6月21日実施済。
総合・機器点検：12月27日実施済。※報告書は中央交流会館管理。

危険物点検報告書
消防法第１４条の３の２に定められた点検で、年１回以上
の点検。

□

昇降機設備点検報告書 上記建築物の昇降設備点検。 ■

メモ
特記事項

年1回：3月実施予定。

消防設備点検報告書 消防法第１７条の３の３に定められた点検 ■



□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

（危機管理体制に関する書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

前回メモ

メモ
特記事項

書類名称・内容 適用
作成 対応

緊急対応マニュアル、危機管理マニュアル、事故防止・事故対策要綱などを整備しているか。■

防火対象物点検報告書 消防法第８条の２の２に定められた点検 ■

前回メモ

メモ
特記事項

年1回：2月6日実施済。

電気工作物定期点検報告書 電気事業法で定められた保安規程に沿って行う点検。 □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

メモ
特記事項

該当せず。

浄化槽定期検査 浄化槽法第１１条に定められた水質検査。 □

メモ
特記事項

該当せず。

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

ガス消費機器点検報告書 ガス事業法第４０条の２に定められた点検。 □

ばい煙発生施設点検報告書 大気汚染防止法第１６条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。

簡易専用水道検査報告書 水道法第３４条の２に定められた検査。 □

冷凍機点検報告書 高圧ガス保安法第３５条に定められた点検。 □

メモ
特記事項

該当せず。



（その他の報告書類）

有 無 適 否

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

清掃業務日報 清掃人員、場所、内容等を記載した日報。 ■

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

音響・照明設備定期点検報
告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

メモ
特記事項

作業点検日誌として作成あり。

警備業務日報 警備員の配置、対応等を記載した日報。 □

メモ
特記事項

警備員は配置せず。

管理運営業務日報 施設の稼動状況等が記載された日報。 ■

メモ
特記事項

管理日誌として作成あり。

設備監視・管理業務日報
日常の監視・操作、点検、小修繕、保全運転等が記載さ
れた日報。

■

メモ
特記事項

該当せず。

昇降機保守点検報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 ■

メモ
特記事項

遠隔監視を毎月実施：監視有り。
保守点検　定期4回：5月24日、8月6日実施済。11月13日、2月13日実施済。
　　　　　　　年次1回：3月実施予定。

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月11日実施済。11月29日実施済。　保守点検結果は中央交流会館で保管。

浄化槽保守点検・清掃記録 浄化槽法第１０条に定められた保守点検及び清掃記録。 □

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月11日実施済。11月29日実施済。　保守点検結果は中央交流会館で保管。

フィルター定期清掃・交換報
告書

業務計画に沿って行われる空調用フィルター等の清掃・
交換報告書。

■

施設修理・修繕記録 施設の維持管理上行った、修理・修繕工事等の記録。 ■

メモ
特記事項

中央交流会館で保管。

空調設備定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

建築物点検実施報告書 業務計画に沿って行われる建築物の点検実施報告書。 □

前回メモ

メモ
特記事項

中央交流会館のみ該当。

書類名称 内容 適用
作成 対応



□ □ □ □

□ □ □ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

□ □ □ □

（その他、維持管理に必要な書類）

有 無 適 否

■ □ ■ □

■ □ ■ □

■ □ ■ □

メモ
特記事項

委託時に貸し与えた取扱い説明書等は特になし。

備品台帳 市の備品や受託者の備品が網羅されたもの。 ■

メモ
特記事項

中央交流会館で保管。

各種完成図面 市が委託時に貸し与えた建築、設備図面等。 ■

メモ
特記事項

中央交流会館で保管。

設備の取扱説明書 市が委託時に貸し与えた設備取扱説明書等。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

書類名称 内容 適用
作成 対応

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：9月30日実施済。3月9日実施予定。

ピアノ保守点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

前回メモ

メモ
特記事項

年2回：6月21日、12月27日実施済。。

定期清掃業務報告書 業務計画に沿って行われる定期清掃報告書。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

年4回：4月16日、7月9日、10月18日、1月21日実施済。。

消防訓練・防火教育実施記
録

業務計画に沿って行われる消防訓練等。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず。

自動ドア定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 ■

前回メモ

メモ
特記事項

該当せず

移動観覧席定期点検報告書 業務計画に沿って行われる点検報告書。 □

舞台及び吊物機械定期点検
報告書

業務計画に沿って行われる点検報告書。 □



◆現地目視確認項目

（建築物維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

施設内部 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

建具（ドア、窓等） □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

手摺・階段 □ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（設備維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □〃 埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

〃 埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

空調機械室 異音や異臭がしていないか。 □

〃 天井に雨漏り跡はないか。床が湿っていないか。 ■

メモ
特記事項

電気室 異音や異臭がしていないか。 □

施設内部 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 室内が時期にあった適温管理されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

階段の欠損及び滑り止めの浮きによる通行への支障はないか。 ■

〃 手摺に変形やグラツキがないか。 ■

メモ
特記事項

ドアや窓にきしみや破損箇所及び施錠に不具合はないか。 ■

〃 自動ドアの開閉に不具合はないか。 ■

〃 天井、壁、床等の破損はないか。 ■

〃 床・廊下が欠損・剥離等による通行への支障はないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損や張り紙跡はないか。 ■

〃 不法な掲示物がないか。 ■

〃 施設の美観を損ねるような汚損はないか。 ■

メモ
特記事項

市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■

〃 雨樋、屋根、外壁等の破損・腐食はないか。 ■

〃 照明器具、テレビアンテナ等の落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設外観 市の了解の無い改造が加えられていないか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

■ □ ■ □

（設備運転・監視業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（清掃業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

メモ
特記事項

メモ
特記事項

給湯室（シャワー） 流し周りなどが汚れていないか。 ■

〃 汚水臭などの異臭はしていないか。 ■

施設外部 ゴミや落葉の散乱、側溝の詰まりなどはないか。 ■

メモ
特記事項

施設内部 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■

〃 監視機器が埃まみれになっていないか。 □

メモ
特記事項

監視機器は無い。

確認箇所 内容 適用
問題 対応

監視室内 異音や異臭がしていないか。 ■

〃 緊急時の連絡先が掲示されているか。 ■

メモ
特記事項

2階男子トイレ（右側小便器）のセンサー不作動。

確認箇所 内容 適用
問題 対応

〃 便器や水洗の破損はないか。 ■

身障者用トイレ 人感センサーやリフト等の設備は正常に動作するか。 ■

〃 緊急通報装置は正常に作動しているか。 ■

メモ
特記事項

トイレ 悪臭はしていないか。手洗い廻りの漏水はないか。 ■

メモ
特記事項

昇降機設備 エレベーターやエスカレーターにがたつきや異音はないか。 ■

〃 扉の開閉に不具合はないか。 ■

メモ
特記事項

定期的にLPガスの取替あり。

消防設備 火災報知機の受信機スイッチが、正常位置になっているか。 ■

〃 消火器は正常か。設置位置に問題はないか。 ■

給湯室 ガス漏れ感知器が正常に作動しているか。 ■



□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

□ □ □ □

（安全管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ □ □ □

（環境衛生管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（備品等維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

（植栽・外溝維持管理業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □〃 雑草の草刈がなされているか。 ■

メモ
特記事項

構内側溝 ゴミや落ち葉が溜まっていないか。 ■

植樹帯 不快感を与えない程度に樹木が剪定されているか。 ■

〃 各種表示板等に破損、汚損がないか。 ■

施設外部全体 舗装の剥れ、ひび割れ等がないか。 ■

門扉 完全に閉鎖、施錠できるか。 ■

駐車場 枠線が消えている箇所や車止めの破損箇所はないか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

備品 備品等が正常な状態で利用可能であるか。 ■

備品管理票 備品台帳のとおり、管理票が貼付されているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

施設全体 異臭を感じないか。 ■

〃 埃っぽさを感じないか。 ■

時間外出入口 入退館者の監視ができているか。記録用の書類はあるか。 □

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

玄関 不審者の侵入に対して監視できているか。 ■

施設内部 適度に巡回警備を行っているか。 ■

メモ
特記事項

確認箇所 内容 適用
問題 対応

メモ
特記事項

浴室 浴槽等に水垢やカビ等が付着していないか。 □

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 □

〃 洗面、手洗いに水垢等が付着していないか。 ■

〃 汚物臭などの異臭はしていないか。 ■

トイレ 便器周りなどが汚れていないか。 ■

〃 ゴミや埃などで不快感を感じないか。 ■



（災害対策業務）

有 無 適 否

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

□ ■ ■ □

＜前回＞
　・前回指摘事項は引き続き小修繕を繰り返しながら対応していただく。
　・指摘は特になし。

＜今回＞
　・2階男子トイレ（右側小便器）のセンサー不作動。

〃 防火扉等が障害物で作動できなくなっていないか。 ■

メモ
特記事項

特記事項（現地目視確認項目）

施設内部 避難通路は確保されているか。 ■

〃 展示物・掲示物の転倒や落下の危険性はないか。 ■

確認箇所 内容 適用
問題 対応



広広広広いフロアをいフロアをいフロアをいフロアを必要必要必要必要とするパーティーやとするパーティーやとするパーティーやとするパーティーや集会集会集会集会、、、、ダンスダンスダンスダンス練習練習練習練習・・・・楽器演奏楽器演奏楽器演奏楽器演奏などには・・・などには・・・などには・・・などには・・・    

 

多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場はははは、、、、屋外屋外屋外屋外イベントスペースとしても・・・イベントスペースとしても・・・イベントスペースとしても・・・イベントスペースとしても・・・    

 

 

 

 

 

落語落語落語落語・・・・芝居芝居芝居芝居・・・・講演会講演会講演会講演会・・・・発表会等発表会等発表会等発表会等、、、、各種催各種催各種催各種催しには・・・しには・・・しには・・・しには・・・    

1

11

1利用利用利用利用にににに必要必要必要必要なななな区分区分区分区分をををを 1

11

1 

  

 利用方法利用方法利用方法利用方法についてはについてはについてはについては気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問合問合問合問合せくださいせくださいせくださいせください    

        午前 1,000 円 午後 1,500 円 夜間 1,500 円 

いずみホールは客席を収納すれば平面利用ができ、飲食も可能な多目的ホールです 

パーティーに利用できる円卓も備えています 

団体でのダンスや、楽器の演奏にもゆとりの広さです 

1

11

1ピアノピアノピアノピアノ発表会発表会発表会発表会 1

11

1        9,0009,0009,0009,000 円円円円からからからから    (ピアノ固定、ﾘﾊｰｻﾙ無し･本番 2h～3h) 

 施設 ホール(午後区分)                       …  4,000 円 

 備品 照明白色ｽﾎﾟｯﾄ､音響設備､ピアノ           …  5,000 円 

  空調 必要な場合のみ（ホール１時間＠1,000 円） 

※調律代 別途（必要な場合のみ）

いずみホールは可動席を 180 席、144 席と、ご利用人数に合わせて調整できます 

桟敷席
さ じ き せ き

が日本の伝統的な芝居小屋の雰囲気を醸し出す、和の風情あるホールです 

料金一例料金一例料金一例料金一例    

1

11

1会議会議会議会議・・・・講演会講演会講演会講演会 

  

 1

11

1    6,0006,0006,0006,000 円円円円からからからから（準備片付けを含み 4時間利用の場合） 

施設 ホール  (午後区分 又は 夜間区分)    …  4,000 円 

備品 音響設備､演台､司会台※照明は作業灯   …  2,000 円 

 空調 ※必要な場合のみ（ホール１時間＠1,000 円）  …  0 円から 

和和和和のののの趣趣趣趣あるあるあるある空間空間空間空間でででで、、、、ふれあいながら・・・ふれあいながら・・・ふれあいながら・・・ふれあいながら・・・    

施設利用と併せた屋外イベント広場としての貸し出しや、 

駐車場としての貸し出しも行っています 

風情ある和室で 茶道・華道・将棋・囲碁等に 

間仕切りを外しての 1 室利用も可能です 

せせらぎの間には茶道具も完備しています 

1

11

19999～～～～22222222 時時時時のののの都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい時間時間時間時間をををを時間単位時間単位時間単位時間単位でででで 1

11

1（1時間あたり）

せせらぎの間・うずの間 各 200 円（各 8畳） 

さざなみの間（各 15 畳） 400 円  ※別途 空調各 200 円

1

11

1フロアのみフロアのみフロアのみフロアのみ利用利用利用利用 1

11

1    各区分各区分各区分各区分のののの料金料金料金料金

ホール    午前  3,000 円・午後 4,000 円・夜間 4,000 円 

空調 ※必要な場合のみ（ホール１時間＠1,000 円） 

 

講演会講演会講演会講演会やややや会議会議会議会議・・・・研修会研修会研修会研修会・・・・学習会学習会学習会学習会などには・・・などには・・・などには・・・などには・・・    

研修室・会議室なら規模に応じて 

1 室で、2 室併せで等、適切な広さでご利用いただけます 

25 名の会議なら 1 時間 200 円で利用可能です 

1

11

19999～～～～22222222 時時時時のののの都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい時間時間時間時間をををを時間単位時間単位時間単位時間単位でででで 1

11

1（1時間あたり）    

研修室 1・2 各 200 円（各室 25 名まで可能・2室併せで 50 名） 

会議室 1・2 各 200 円（各室 20 名まで可能・2室併せで 40 名） 

※別途空調 各室 200 円
料金一例料金一例料金一例料金一例        

1

11

150505050 名名名名でのでのでのでの講演講演講演講演・・・・研修会研修会研修会研修会でででで 3333 時間利用時間利用時間利用時間利用のののの場合場合場合場合 1

11

1        1,2001,2001,2001,200 円円円円からからからから    

(準備 30 分、開催 2時間、片付 30 分) 

 施設 研修室 1及び 2（200 円×2室×3ｈ） … 1,200 円 

  空調 ※必要な場合のみ（1時間＠200 円×2室） …  0 円から 

調理実習調理実習調理実習調理実習でのごでのごでのごでのご利用利用利用利用には・・・には・・・には・・・には・・・    

 調理教室には冷蔵庫、オーブンレンジ、各種調理用具が完備 

25 名までの調理実習にご利用いただけます 

1

11

19999～～～～22222222 時時時時のののの都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい時間時間時間時間をををを時間単位時間単位時間単位時間単位でででで 1

11

1（1時間あたり）    

調理教室 400 円 ※別途空調 200 円

1

11

1寄席寄席寄席寄席やややや演劇等演劇等演劇等演劇等 1

11

1        11,00011,00011,00011,000 円円円円からからからから    (午前に仕込み･リハーサル、午後に本番の場合) 

 施設 ホール(午前・午後区分)                       …  7,000 円 

 備品 照明設備、音響設備                     …  4,000 円 

  空調 必要な場合のみ（ホール１時間＠1,000 円） 

◎催しの内容により、技師を必要とする場合はお問合せください

趣味趣味趣味趣味のののの創作創作創作創作やややや芸術活動芸術活動芸術活動芸術活動などのごなどのごなどのごなどのご利用利用利用利用には・・・には・・・には・・・には・・・    

工作・陶芸・絵画・裁縫等、個人からサークル団体での創作活動の利用に 

1 時間 100 円から ご利用いただけます 

1

11

19999～～～～22222222 時時時時のののの都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい時間時間時間時間をををを時間単位時間単位時間単位時間単位でででで 1

11

1（1時間あたり）    

クラフト室① 200 円 クラフト室② 100 円 ※別途 空調 200 円

【資料⑦】







【資料⑧】



令和２年度外部評価 論点整理 

項目名：Ｎｏ.８３ 保育所等利用者負担額の見直し  

（所管部局：教育部 こども宝課） 

論 点 
①利用者負担額見直しの方向性について

②利用者へ周知について

（⇒：担当課見解） 

論点整理 

①利用者負担額見直しの方向性について

・令和元年１０月の幼児教育・保育の無償化を受け、利用者負担額の見直し

実施を見送ったとのことであるが、国の方針は３歳から５歳を無償化、０

歳から２歳は現行どおりとしており、市の子育て支援 NO.1 施策の推進、

また、木津川市使用料・手数料等に関する基本方針を踏まえ、今後どのよ

うに進めていくのか。

⇒幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育

の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから始まっ

た国の制度であることから、０歳～２歳（３号認定）は現行どおりとなっ

ています。

担当課として、無償化以前より利用者負担額について分析を進め、令和元

年６月に「木津川市保育所条例に係る利用者負担額の方向性について」一

定の状況と方向性をまとめました。

今後は、無償化後の利用者負担額の動向等を把握し引き続き分析を進めて

いきます。

・一人当たりの利用者負担額は他市と比較しても安価な状況となっている。

⇒市全体の利用者負担軽減を図る観点から、利用者負担徴収基準額における

高階層の負担額を低く設定してきたことで、３～５歳（２号認定）の利用

者負担額は国基準の４割から５割程度となるなど、他市町と比較して安価

になっていました。

０歳～２歳（３号認定）の利用者負担額は、令和元年度については概ね国

基準の７割であり、他市町と同水準となっています。

・０～２歳の利用料は国基準７～８割の水準であり、その差額や基準を上回

る保育内容の提供には一般財源が投入されているため、市として持続可能

なサービスの提供ができるよう、早急に利用者負担額の方向性を出す必要

があるのではないか。

⇒利用者負担額の設定については、国基準の利用者負担額の６～７割に軽減

している市町村が最も多い中、本市の０～２歳（３号認定）の利用者負担

額は国基準の７割の水準であり、概ね標準値となっています。引き続き今



後の社会情勢・動向を注視しつつ分析し、利用者負担額のあり方について

関係機関の意見を聞きながら方向性を示していきたいと考えます。 

 

・教育・保育の無償化により地方負担が増加する恐れがあるが、無償化後の

収支状況はどうか。 

⇒幼児教育・保育の無償化により、３歳～５歳児の「第３子以降保育料無償

化事業」や「市単独保育料無償化事業」が終了したことにより歳出減とな

っています。利用者負担額の減収分については、民間運営施設では国府で

一定割合負担されることと、無償化による臨時交付金（令和元年度限り）

及び地方交付税により一定歳入が見込まれます。 

 【収支状況については、資料③のとおり】 

 

②利用者への周知について 

・現在の一般財源の投入状況など、利用者に対するコスト意識の喚起の必要

性があるのではないか。 

⇒コスト意識を持ってもらうためにも、ホームページ等を活用しながら負担

額について利用者への周知に努めます。 

 

追加資料 

・「本市保有の利用者負担額の現状等について」において、国基準とした場合、

利用者負担額の増収が見込めるとした根拠の詳細資料【資料①】 

・利用者負担のあり方についての検討案（令和元年６月）【資料②】 

・直近の年度における運営費・利用者負担額・市負担額【資料③】 

 

そ の 他 
・子育て支援NO.１施策の充実 

・木津川市公立保育所民営化等実施計画の推進 

 



【資料①】

市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

1 生活保護世帯 1 生活保護世帯 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0

2 非課税 2 非課税 2,300 76 6,000 76 -3,700 38 2,300 34 6,000 34 -3,700 38 3,000 44 9,000 44 -6,000 3,000 6 9,000 6 -6,000

3 ～24,300 7,300 51 16,500 51 -9,200 44 7,300 23 16,500 23 -9,200 44 10,000 32 19,500 32 -9,500 51 10,000 6 19,500 6 -9,500 51

4 24,300～48,600 8,800 21 16,500 21 -7,700 53 8,800 12 16,500 12 -7,700 53 11,500 25 19,500 25 -8,000 59 11,500 0 19,500 0 -8,000 59

5 48,600～72,800 14,300 44 27,000 44 -12,700 53 14,300 22 27,000 22 -12,700 53 18,300 52 30,000 52 -11,700 61 18,900 7 30,000 7 -11,100 63

6 72,800～97,000 16,700 72 27,000 72 -10,300 62 16,700 33 27,000 33 -10,300 62 21,300 68 30,000 68 -8,700 71 21,900 11 30,000 11 -8,100 73

7 97,000～133,000 20,800 128 41,500 128 -20,700 50 24,400 62 41,500 62 -17,100 59 29,300 142 44,500 142 -15,200 66 30,200 15 44,500 15 -14,300 68

8 133,000～169,000 22,300 109 41,500 109 -19,200 54 26,200 48 41,500 48 -15,300 63 36,000 77 44,500 77 -8,500 81 36,900 13 44,500 13 -7,600 83

9 169,000～235,000 23,800 153 58,000 153 -34,200 41 28,000 70 58,000 70 -30,000 48 43,300 104 61,000 104 -17,700 71 44,500 24 61,000 24 -16,500 73

10 235,000～301,000 25,300 73 58,000 73 -32,700 44 29,800 35 58,000 35 -28,200 51 47,500 60 61,000 60 -13,500 78 48,800 11 61,000 11 -12,200 80

11 301,000～349,000 27,000 35 77,000 35 -50,000 35 33,400 14 77,000 14 -43,600 43 54,400 13 80,000 13 -25,600 68 56,000 5 80,000 5 -24,000 70

12 349,000～397,000 27,300 27 77,000 27 -49,700 35 33,700 3 77,000 3 -43,300 44 62,400 7 80,000 7 -17,600 78 64,400 0 80,000 0 -15,600 81

13 397,000～ 8 397,000～ 27,700 38 101,000 38 -73,300 27 34,000 6 101,000 6 -67,000 34 70,600 15 104,000 15 -33,400 68 72,800 3 104,000 3 -31,200 70

-20,451,900 44 -7,073,000 52 -8,388,700 70 -1,316,900 73

市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

1 生活保護世帯 1 生活保護世帯 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 非課税 2 非課税 2,200 4 6,000 4 -3,800 2,200 8 6,000 8 -3,800 2,900 8 9,000 8 -6,100 2,900 2 9,000 2 -6,100

3 ～24,300 7,100 7 16,300 7 -9,200 44 7,100 3 16,300 3 -9,200 44 9,800 5 19,300 5 -9,500 51 9,800 0 19,300 0 -9,500 51

4 24,300～48,600 8,600 9 16,300 9 -7,700 53 8,600 7 16,300 7 -7,700 53 11,300 5 19,300 5 -8,000 59 11,300 1 19,300 1 -8,000 59

5 48,600～72,800 14,000 10 26,600 10 -12,600 53 14,000 3 26,600 3 -12,600 53 17,900 14 29,600 14 -11,700 60 18,500 3 29,600 3 -11,100 63

6 72,800～97,000 16,400 19 26,600 19 -10,200 62 16,400 10 26,600 10 -10,200 62 20,900 17 29,600 17 -8,700 71 21,500 3 29,600 3 -8,100 73

7 97,000～133,000 20,400 22 40,900 22 -20,500 50 23,900 8 40,900 8 -17,000 58 28,800 24 43,900 24 -15,100 66 29,600 3 43,900 3 -14,300 67

8 133,000～169,000 21,900 16 40,900 16 -19,000 54 25,700 16 40,900 16 -15,200 63 35,300 18 43,900 18 -8,600 80 36,200 2 43,900 2 -7,700 82

9 169,000～235,000 23,300 18 57,100 18 -33,800 41 27,500 19 57,100 19 -29,600 48 42,500 13 60,100 13 -17,600 71 43,700 2 60,100 2 -16,400 73

10 235,000～301,000 24,800 10 57,100 10 -32,300 43 29,200 10 57,100 10 -27,900 51 46,600 6 60,100 6 -13,500 78 47,900 0 60,100 0 -12,200 80

11 301,000～349,000 26,500 4 75,800 4 -49,300 35 32,800 3 75,800 3 -43,000 43 53,400 4 78,800 4 -25,400 68 55,000 0 78,800 0 -23,800 70

12 349,000～397,000 26,800 1 75,800 1 -49,000 35 33,100 0 75,800 0 -42,700 44 61,300 0 78,800 0 -17,500 78 63,300 0 78,800 0 -15,500 80

13 397,000～ 8 397,000～ 27,200 4 99,400 4 -72,200 27 33,400 0 99,400 0 -66,000 34 69,300 1 102,400 1 -33,100 68 71,500 0 102,400 0 -30,900 70

-2,690,100 46 -1,601,300 53 -1,409,700 69 -168,900 70

３号認定（０歳児）

■　保育（標準時間）　4月1日現在児童数（広域除く）

■保育（標準＋短時間）２号認定・３号認定　合計

利用者負担徴収総額

市基準 国基準 差額（市－国）

市（標）

平成３１年度4月1日時点

木津川市階層区分 国基準階層区分 ２号認定（４歳児以上） ２号認定（３歳児） ３号認定（１，２歳児）

定　義
市（標） 国（標） 市（標） 国（標）

３号認定（０歳児）

国（標） 市（標） 国（標）

合　計 15,879,600 36,331,500 7,763,500 14,836,500 19,628,300 28,017,000 3,487,100 4,804,000

階層
区分 定　義

階層
区分

3 ～48,600

4 ～97,000

5 ～169,000

6 ～301,000

7 ～397,000

385,700 554,600

市（短）

木津川市階層区分 国基準階層区分 ２号認定（４歳児以上） ２号認定（３歳児） ３号認定（１，２歳児）

国（短） 市（短） 国（短）階層
区分 定　義

階層
区分 定　義

7 ～397,000

合　計 2,295,700 4,985,800 1,820,400 3,421,700 3,176,200 4,585,900
※第２子、第３子、ひとり親世帯等の軽減は考慮せず、各階層区分の人数を抽出しました。「合計」の行の割合は、市の徴収額／国徴収額。

54,436,500 97,537,000 -43,100,500

■保育（標準＋短時間）３号認定　合計

利用者負担徴収総額

市基準 国基準 差額（市－国）

26,677,300 37,961,500 -11,284,200

※第２子、第３子、ひとり親世帯等の軽減は考慮せず、各階層区分の人数を抽出しました。「合計」の行の割合は、市の徴収額／国徴収額。

■　保育（短時間）　4月1日現在児童数（広域除く）

市（短） 国（短） 市（短） 国（短）

5 ～169,000

6 ～301,000

3 ～48,600

4 ～97,000



【資料①】

市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

1 生活保護世帯 1 生活保護世帯 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 非課税 2 非課税 0 75 0 75 0 0 37 0 37 0 0 58 0 58 0 0 6 0 6 0

3 ～24,300 0 40 0 40 0 0 17 0 17 0 10,000 25 19,500 25 -9,500 51 10,000 4 19,500 4 -9,500 51

4 24,300～48,600 0 15 0 15 0 0 12 0 12 0 11,500 29 19,500 29 -8,000 59 11,500 3 19,500 3 -8,000 59

5 48,600～72,800 0 41 0 41 0 0 23 0 23 0 18,300 48 30,000 48 -11,700 61 18,900 6 30,000 6 -11,100 63

6 72,800～97,000 0 65 0 65 0 0 46 0 46 0 21,300 78 30,000 78 -8,700 71 21,900 12 30,000 12 -8,100 73

7 97,000～133,000 0 123 0 123 0 0 52 0 52 0 29,300 114 44,500 114 -15,200 66 30,200 17 44,500 17 -14,300 68

8 133,000～169,000 0 115 0 115 0 0 66 0 66 0 36,000 115 44,500 115 -8,500 81 36,900 17 44,500 17 -7,600 83

9 169,000～235,000 0 137 0 137 0 0 73 0 73 0 43,300 124 61,000 124 -17,700 71 44,500 23 61,000 23 -16,500 73

10 235,000～301,000 0 90 0 90 0 0 39 0 39 0 47,500 57 61,000 57 -13,500 78 48,800 16 61,000 16 -12,200 80

11 301,000～349,000 0 32 0 32 0 0 13 0 13 0 54,400 17 80,000 17 -25,600 68 56,000 3 80,000 3 -24,000 70

12 349,000～397,000 0 28 0 28 0 0 12 0 12 0 62,400 6 80,000 6 -17,600 78 64,400 2 80,000 2 -15,600 81

13 397,000～ 8 397,000～ 0 33 0 33 0 0 15 0 15 0 70,600 11 104,000 11 -33,400 68 72,800 4 104,000 4 -31,200 70

0 0 -8,292,500 71 -1,400,800 74

市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国 市－国 市/国

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

円 人 円 人 円 ％
※小数点以下切捨て

1 生活保護世帯 1 生活保護世帯 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0

2 非課税 2 非課税 0 19 0 19 0 0 6 0 6 0 0 14 0 14 0 0 2 0 2 0

3 ～24,300 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 9,800 4 19,300 4 -9,500 51 9,800 1 19,300 1 -9,500 51

4 24,300～48,600 0 1 0 1 0 0 4 0 4 0 11,300 8 19,300 8 -8,000 59 11,300 2 19,300 2 -8,000 59

5 48,600～72,800 0 8 0 8 0 0 3 0 3 0 17,900 9 29,600 9 -11,700 60 18,500 1 29,600 1 -11,100 63

6 72,800～97,000 0 19 0 19 0 0 7 0 7 0 20,900 8 29,600 8 -8,700 71 21,500 4 29,600 4 -8,100 73

7 97,000～133,000 0 31 0 31 0 0 26 0 26 0 28,800 29 43,900 29 -15,100 66 29,600 3 43,900 3 -14,300 67

8 133,000～169,000 0 19 0 19 0 0 13 0 13 0 35,300 20 43,900 20 -8,600 80 36,200 1 43,900 1 -7,700 82

9 169,000～235,000 0 24 0 24 0 0 7 0 7 0 42,500 21 60,100 21 -17,600 71 43,700 2 60,100 2 -16,400 73

10 235,000～301,000 0 14 0 14 0 0 9 0 9 0 46,600 5 60,100 5 -13,500 78 47,900 1 60,100 1 -12,200 80

11 301,000～349,000 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 53,400 0 78,800 0 -25,400 68 55,000 1 78,800 1 -23,800 70

12 349,000～397,000 0 3 0 3 0 0 4 0 4 0 61,300 1 78,800 1 -17,500 78 63,300 0 78,800 0 -15,500 80

13 397,000～ 8 397,000～ 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 69,300 1 102,400 1 -33,100 68 71,500 0 102,400 0 -30,900 70

0 0 -1,374,500 70 -188,400 71

３号認定（０歳児）

■　保育（標準時間）　4月1日現在児童数（広域除く）

利用者負担徴収総額

■保育（標準＋短時間）３号認定合計

市（標）

令和２年度4月1日時点

木津川市階層区分 国基準階層区分 ２号認定（４歳児以上） ２号認定（３歳児） ３号認定（１，２歳児）

定　義
市（標） 国（標） 市（標） 国（標）

３号認定（０歳児）

国（標） 市（標） 国（標）

合　計 0 0 0

階層
区分 定　義

階層
区分

市（短）

木津川市階層区分 国基準階層区分 ２号認定（４歳児以上） ２号認定（３歳児） ３号認定（１，２歳児）

国（短）

3 ～48,600

4 ～97,000

5 ～169,000

6 ～301,000

7 ～397,000

階層
区分 定　義

階層
区分 定　義

3,255,200 4,629,700 452,200 640,600

0 20,756,000 29,048,500 3,983,700 5,384,500

市（短） 国（短）

※第２子、第３子、ひとり親世帯等の軽減は考慮せず、各階層区分の人数を抽出しました。「合計」の行の割合は、市の徴収額／国徴収額。

■　保育（短時間）　4月1日現在児童数（広域除く）

市（短） 国（短） 市（短） 国（短）

3 ～48,600

4 ～97,000

5 ～169,000

6 ～301,000

7 ～397,000

合　計 0 0
※第２子、第３子、ひとり親世帯等の軽減は考慮せず、各階層区分の人数を抽出しました。「合計」の行の割合は、市の徴収額／国徴収額。

市基準 国基準 差額（市－国）

28,447,100 39,703,300 -11,256,200

0 0



   

 

 

 

木津川市保育所条例に係る利用者負担額の方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 6月 

健康福祉部 こども宝課 保育係 

 

【資料②】 
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Ｉ 本市の利用者負担額の現況 

 

1．利用者負担額の根拠   

保育所・認定こども園・地域型保育事業（以下「保育所等」という。）の利用者負担は、児童福祉

法第 56 条第 1項第 2号に基づき、保育・教育を提供するにあたって通常必要となる人件費、事業費、

管理費等の一部を保護者に負担していただくもので、国が定める水準（いわゆる国基準徴収額）〔表

-1〕を限度として市町村が定めるものです。 

〔表-1〕現行特定保育及び特定地域型保育に係る利用者負担徴収基準額（国基準）     （単位:円） 

階層 定  義 
3 号認定（0・1・2歳） 2 号認定（3・4・5歳） 

標準時間 短時間 標準時間 短時間 

1 生活保護受給世帯等 0 0 0 0 

2 市民税非課税世帯 9,000 9,000 6,000 6,000 

3 48,600 円未満 19,500 19,300 16,500 16,300 

4 97,000 円未満 30,000 29,600 27,000 26,600 

5 169,000 円未満 44,500 43,900 41,500 40,900 

6 301,000 円未満 61,000 60,100 58,000 57,100 

7 397,000 円未満 80,000 78,800 77,000 75,800 

8 397,000 円以上 104,000 102,400 101,000 99,400 

 

2．保育所等の運営費と利用者負担額のしくみ 

保育所等の運営費は、私立施設と公立施設では、制度上分けて考えなければなりません。私立施設

の運営費においては、公定価格（認定区分、保育必要量、地域、施設規模等により国で定められた費

用の額に施設ごとの態様に応じた加算額を加えた額）から利用者負担額を減じた額を施設型給付費・

地域型保育給付費として、国と府・市が一定割合で負担し施設側に給付することとなっています1。一

方、公立施設では、各施設の運営費の総額から利用者負担額を減じた額を市の歳出で支弁するものと

なっています。〔表-2〕 

なお、利用者負担額の徴収は、私立の認定こども園・地域型保育事業では各施設（運営する社会福

祉法人等）が、私立保育所・公立施設の場合は市が徴収することとなっています。 

〔表-2〕運営費と利用者負担額のしくみ 

【私立施設】 

運営費総額＝公定価格 

国基準利用者負担徴収額 施設型給付費・地域型保育給付費 

利用者負担額（市基準）2 
市負担額 

（国基準額との差額） 

国庫 

（約 1/2） 

府費 

（約 1/4） 

市負担額 

（約 1/4） 

【公立施設】 
運営費総額 

国基準利用者負担徴収額 

市負担額 
利用者負担額（市基準）2 

市負担額 

（国基準額との差額） 

 

                                                   
1 私立保育所に対しては委託費として支払い 
2 国基準利用者負担徴収額の約 60％（3本市の利用者負担額とその現状参照） 
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3．本市の利用者負担額と他市との比較 

（1）本市の状況 

国は、平成 27 年 4 月から始まった子ども・子育て支援新制度に伴い、利用者負担の算定基準を所得

税から住民税所得割課税額としました。本市では制度前との激変緩和等を考慮し、国基準の範囲内で以

前の利用者負担額を踏襲する形で、現在の利用者負担額となっています。〔表-3〕 

平成 19 年の合併以降の利用者負担額の変遷については、平成 22年度に階層区分を 7階層から 9階層

（区分Ｄ7階層を 3階層に細分化）に多層化する改正を行なっています。また、平成 27 年度には 9階層

から 13 階層へさらに細分化し、さらに前述の子ども・子育て支援新制度に伴う、保育必要量区分（標

準時間・短時間認定制度）の導入により、各階層で 2段階（標準・短時間）の利用料設定となりました。

以降本市では現在まで実質的な利用者負担額の引上げは行なっていません。 

〔表-3〕現行特定保育及び特定地域型保育に係る利用者負担徴収基準額（市基準）     （単位:円） 

各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 
利用者負担の月額 

（上段：保育標準時間 下段：保育短時間） 

階層 定 義 0 歳児 1・2歳児 3 歳児 4歳児以上 

1 
生活保護法(昭和25年法律第144 号）による被保護世帯(単給世帯
を含む。)等による支援給付受給世帯 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

2 1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯 
3,000 3,000 2,300 2,300 

2,900 2,900 2,200 2,200 

3 

1階層を除き、当該

年度分の市町村民

税課税世帯であっ

て、その所得割の額

の区分が次の区分

に該当する世帯 

24,300円未満 
10,000 10,000 7,300 7,300 

 9,800  9,800  7,100  7,100 

4 24,300円以上48,600円未満 
11,500 11,500 8,800 8,800 

11,300 11,300  8,600  8,600 

5 48,600円以上72,800円未満 
18,900 18,300 14,300 14,300 

18,500 17,900 14,000 14,000 

6 72,800円以上97,000円未満 
21,900 21,300 16,700 16,700 

21,500 20,900 16,400 16,400 

7 97,000円以上133,000円未満 
30,200 29,300 24,400 20,800 

29,600 28,800 23,900 20,400 

8 133,000円以上169,000円未満 
36,900 36,000 26,200 22,300 

36,200 35,300 25,700 21,900 

9 169,000円以上235,000円未満 
44,500 43,300 28,000 23,800 

43,700 42,500 27,500 23,300 

10 235,000円以上301,000円未満 
48,800 47,500 29,800 25,300 

47,900 46,600 29,200 24,800 

11 301,000円以上349,000円未満 
56,000 54,400 33,400 27,000 

55,000 53,400 32,800 26,500 

12 349,000円以上397,000円未満 
64,400 62,400 33,700 27,300 

63,300 61,300 33,100 26,800 

13 397,000円以上 
72,800 70,600 34,000 27,700 

71,500 69,300 33,400 27,200 

 

このような状況の中、現在の本市利用者負担額徴収基準額と国基準額を比較すると、保育必要量区分

に関わらず 2号認定では約 45～54％、3号認定では約 69～73％と、特に 2号認定児の利用料が国基準額

の 5 割程度に留まっている状況です。〔表-4〕なお、この利用者負担額については、全国的に 7 割程度

で設定している自治体が多いのが現状です。 

 



 3  

〔表-4〕国基準額に対する本市利用者負担額の割合（広域利用は除く平成 27 年 4月現在数値） （単位：千円,％） 

保育 

必要量区分 

2 号認定 

(4 歳児以上) 

2 号認定 

(3 歳児) 
3 号認定 

(1・2 歳児) 
3 号認定 

(0 歳児) 
計 

市 国 市 国 市 国 市 国 市 国 

標準時間 
15,382 34,470 8,710 16,893 17,051 24,211 3,284 4,528 44,427 80,102 

44.6％ 51.5％ 70.4％ 72.5％ 55.4％ 

短時間 
1,899 4,201 1,598 2,978 2,007 2,913 187 270 5,691 10,362 

45.2％ 53.6％ 68.8％ 69.2％ 53.5％ 

計 
17,281 38,671 10,308 19,871 19,058 27,124 3,471 4,798 50,118 90,464 

44.6％ 51.8％ 70.2％ 72.3％ 55.4％ 

 

また、本市の階層毎の構成分布については、世帯の市町村

民税所得割合算額が 169,000 円以上 235,000 円未満の 9 階層

の世帯が最も多く徴収総額の 20％となっており〔表-5〕、続く

8階層、7階層の合計額で全体の 5割以上を占めている状況で

す。〔表-6〕この 9、8、7階層の世帯年収は国基準階層の 5、6

階層に相当する階層であり、厚生労働省の推定年収にあては

めると、おおよそ 470～930 万円の世帯年収にあたります3。 

 

 

 

 

 

 

〔表-6〕階層ごとの構成分布                             （単位:円,％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 厚生労働省平成 26 年 8月利用者負担について 

  推定年収は夫婦（妻はパートタイム労働程度を想定）と子ども 2人世帯の場合のおおまかな目安。 

  

〔表-5〕階層ごとの構成分布（単位:円,％） 

階層 徴収額 累積比率 構成比

区分 (円) (％) (％)

9階層 130,374,800 20 20.3
8階層 109,631,700 37 17.1
7階層 98,616,200 53 15.4
10階層 70,655,000 64 11.0
6階層 46,954,900 71 7.3
13階層 39,760,500 77 6.2
13階層 39,760,500 83 6.2
11階層 34,193,400 89 5.3
5階層 29,246,800 93 4.6
12階層 15,968,300 96 2.5
3階層 10,798,400 98 1.7
4階層 9,688,600 99 1.5
2階層 6,342,900 100 1.0
1階層 0 100 0.0
合計 641,992,000 100 100.0

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

9階層 8階層 7階層 10階層 6階層 13階層 13階層 11階層 5階層 12階層 3階層 4階層 2階層 1階層

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0全体

(円) (％)
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（2）他市との比較（同規模・近隣・類似団体・民営化推進団体と照らし） 

他市との状況を比較すると、就学前の保育等利用子ども数は、類似団体同区分（Ⅱ-1）の市に比し、

大阪府柏原市、神奈川県伊勢原市を除けば約 1.5～2.5 倍の状況です。また、一人あたりの利用者負担

額は他市に比べ概ね割安な状況です。 

〔表-7〕類似団体等対象人口及び利用者負担額一覧表             (平成 30 年 4月 1日現在) 

 

 

次に利用者負担額と階層区分の関係について見ると、相関的には一定方向に収束するのではなく無

相関の状況を示しています。〔表-8〕それぞれの自治体の対象保護者世帯の収入状況、徴収額の影響もあ

りますが、必ずしも階層を増やせば利用者負担徴収額が増加するものではないと考えられます。 

本市の一人あたりの利用者負担決算額は低位に位置している状況です。 

 

 

 

 

 

 

類団区分 人口(H28.10.1) こども人口(就学前) 保育園数a aの利用数(人)

H27利用者負担額

決算額

千円

利用者一人あたり利用者負担

額決算額

千円

利用者負担額

階層区分数
民営化・統廃合

木津川市 Ⅱ-1 73,861 4,846 18(公11・私7) 2,376 409,084 172 13
　H29.6～公立保育所民

営化等実施計画

1園民営化

八幡市 Ⅱ-1 72,265 3,652 13(公5・私8) 1,432 258,438 180 22 未策定・未実施

宇治市 Ⅳ-1 183,711 9,442 25(公7・私18) 3,888 882,141 227 8
H16～民営化実施計画

2園民営化

京田辺市 Ⅱ-1 68,032 4,088 7(公4・私3) 1,151 304,348 264 20 未策定・未実施

京丹後市 Ⅱ-1 54,228 2,378 17(公14・私3) 1,575 241,400 153 12
H18公立保育所再編計

画　５園民営化

京都市 指定都市 1,474,735 65,869 266(公21・私245） 31,791 5,993,692 189 22
H24から民営化を推進

26園のうち7園民営化

精華町 V-2 37,531 2,056 5(公5) 870 186,315 214 29 未策定・未実施

茨木市 特例市 281,042 16,438
27(公6・私21)

2,216 750,000 338 8
H19市立保育所民営化

基本方針13園民営化

柏原市 Ⅱ-1 70,597 3,185 12(公6・私6) 2,380 257,821 108 15

H18公立保育所の今後

のあり方提言書 2園民

営化　今後は幼稚園・保

育園再編へ

兵庫県 芦屋市 Ⅱ-1 94,925 5,070 16(公6・私10) 942 388,832 413 11 未策定・未実施

名張市 Ⅱ-1 78,244 3,655 13(公4・私9) 1,355 344,133 254 18
H16保育所民営化に関

する基本方針 　2園民

営化

伊賀市 Ⅱ-0 89,537 4,339 34(公20・私14) 2,019 526,475 261 15
廃園２園実施

民営化計画未策定（今

後検討）

神奈川県 伊勢原市 Ⅱ-1 101,848 5,122 10(公4・私6) 3,188 309,190 97 20
H22民営化方針策定

1園民営化準備段階

奈良県 奈良市 中核市 358,915 16,303
39(公16・私23)
こども園11(公7・私4)

5,794 1,168,520 202 11

H22幼保再編実施計画

公立幼保園57施設を

H30に35施設にし認定こ

ども園化

柏崎市 Ⅱ-2 85,832 3,770 30(公19・私11) 2,143 562,913 263 16
H16から公立保育園民

営化

三条市 Ⅲ-1 98,294 4,617 27(公10・私17) 2,102 644,907 307 19
H19公立保育所民営化

等実施計画策定

4園統廃合・5園民営化

大阪府

三重県

新潟県

京都府
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京都市, 22

八幡市, 24京田辺市, 24

精華町, 29

奈良市, 18

伊賀市, 15

名張市, 23

柏原市, 17

茨木市, 14

芦屋市, 16

伊勢原市, 20

柏崎市, 16

三条市, 18

木津川市, 13

国基準,8

0

5

10

15

20

25
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35

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000

｢各自治体の保育料階層区分数」と「各自治体の保育料×Ｈ３０．４．１時点の木津川市保育所利用人数の合算（円）」の相関図

自治体名
各自治体の保育料×Ｈ
３０.４.１時点の木津川市
保育所利用人数の合算

階層

京都市 64,837,300 22

八幡市 56,066,800 24

京田辺市 52,434,800 24

精華町 49,961,200 29

奈良市 50,363,500 18

伊賀市 55,413,400 15

名張市 59,680,450 23

柏原市 55,209,900 17

茨木市 48,826,500 14

芦屋市 65,486,500 16

伊勢原市 53,029,500 20

柏崎市 56,991,700 16

三条市 51,725,700 18

木津川市 52,951,300 13

国基準 94,801,400 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、各団体の利用者負担額徴収区分に本市の利用者分布毎の

数をあてはめると、芦屋市の利用者負担額徴収区分（16 階層）

にあてはめた場合が、収入総額が最大となり、徴収総額ベースで

約 12,000 千円増額となり、国基準徴収額の 7 割となります。〔表

-9〕ただし、芦屋市の階層区分にすると、本市との階層区分との

差異もありますが、本市 7～10 階層分布対象世帯の 3 歳児以上世

帯では利用者負担額が 7千円から 10 千円程度の増額となり、0・1・

2 歳児世帯では、1千円から 7千円程度の増額を伴うものとなりま

す。 

逆に、階層区分の抽出団体で最も階層区分の多い精華町（29階

層）の場合では、本市階層世帯分布では徴収総額ベースで約 3,000

千円の減額となります。国基準に設定した場合、本市では 42,000

千円程度の増額を見込めますが、3 歳児以上世帯の最大収入階層

周辺利用者負担額を 20 千円から 28 千円、0・1・2 歳児世帯では

10 千円から 12 千円程度の引き上げを行なうことなり、この増額

見合いの負担増を保護者に求めることは相当ネガティブな影響を

与えるものと考えられます。国基準額に近づける程、徴収額の増加を見込めることができますが、現在

までの利用者負担額の設定や合併後からの経過も踏まえると、利用者負担徴収基準額における階層区分

数の見直しや各階層の単価については、他の自治体の単価等も参考にしつつ段階的に調整していくこと

が望ましいものと考えます。 

 

〔表‐8〕                                 （単位：円,階層） 

                                                                         
 

〔表-8〕       （単位:円） 
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Ⅱ 利用者負担額を取り巻く環境 

1．保育サービス利用者の状況 

本市の就学前子ども数は、平成25年の4,890人から平成30年は4,679人と4.3％の減少を示す中で、

保育を利用する子ども数は、平成 25年の 1,977 人から平成 30 年は 2,263 人と 14.4％に増加し、保育を

利用する子どもの割合は就学前人口の 48.3％に達しています。〔表-9〕 

本市では、城山台地域開発による人口増加という特殊要因はあるものの、市全体的には減少傾向の中、

共働き世帯の増加や国の教育・保育の無償化の制度施行により、保育ニーズは今後益々高まっていく傾

向になると考えられます。 

〔表-9〕就学前人口と保育利用子ども数（毎年 4月 1日）                         （単位:人,％） 

 就学前人口 a 保育利用子ども数 b b/a 

平成 25 年 4,890 1,977 40.4 

平成 26 年 4,721 1,946 41.2 

平成 27 年 4,619 2,008 43.4 

平成 28 年 4,702 2,096 44.5 

平成 29 年 4,735 2,159 45.5 

平成 30 年 4,679 2,263 48.3 

 ※保育利用子ども数には認定こども園利用子どもを含む。 

 

2．国の幼児教育・保育の無償化による影響 

国では「新しい経済政策パッケージ「経済財政運営と改革の基本方針 2018」」において、子育て世帯

を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化を一気に加速すること

とされました。制度的には 3 歳から 5 歳まで（0 歳から 2 歳児は住民税非課税世帯）の子どもたちの幼

稚園、保育所、認定こども園等の利用者負担額を無償化することとし、平成 31年 10 月 1日から実施さ

れる予定です。この無償化による地方への影響として、地方負担額の増加が懸念されます。無償化によ

る利用者負担額の減収に伴う歳入補填については、民間運営施設（認定こども園等）のみ国（国庫負担

金 1/2・府負担金 1/4・市町村 1/4）で一定割合を負担することとされており、公立施設における利用者

負担額については、消費税増額分で市町村自体が増収を見込めることと交付税措置で対応するとのこと

です。しかし、公立施設の年間利用者負担総額は約 2億円であり、この相当分が毎年歳入として見込め

なくなります。（平成 31年 10 月開始の施行年度のみ民間・公立とも国が全額負担。） 

〔表-10〕保育所等運営費の財源構成（現行制度ベース） 

利用者負担額Ａ 
国・府負担額 市負担額 (3 号非課税世帯部分) 

 

                         運営費（公定価格） 

利用者負担額Ｂ 
市負担額 (3 号非課税世帯部分) 

 

                       運営費 

             ※網掛け部分が無償化になる部分（民間保育施設部分のみ国の財政負担措置あり） 

 

2 号 

2 号 民間 

保育施設 

公立 

保育施設 

3 号 

3 号 
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Ⅲ 利用者負担額の今後の方向性 

1．利用者負担額について 

  今後、幼児教育・保育の無償化の影響を受ける中においては、国の地方負担軽減措置が民間保育施

設等のみ対象とすることから、待機児童の動向にも注視しながら、現在進めている本市公立保育所民

営化等実施計画に基づき公立保育所の民営化を進めるとともに、無償化の対象とならない利用者負担

額部分については、3 号の徴収率が国基準の 7 割程度を維持していることから、子育て支援策のイン

センティブとして現行利用者負担額を維持するか、一定の額まで引き上げる等、利用者負担額改定の

実施について政策的判断を要します。 

 

〔表-11〕利用者負担徴収基準額（市基準）と無償化の対象範囲 

各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担の月額（上段：保育標準時間 下段：保育短時間） 

階層 定 義 0 歳児 1・2歳児 3 歳児 4歳児以上 

1 
生活保護法(昭和25年法律第144 号）による被保護世帯(単給世帯
を含む。)等による支援給付受給世帯 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

2 1階層を除き、当該年度分市町村民税非課税世帯 
3,000 3,000 2,300 2,300 
2,900 2,900 2,200 2,200 

3 

1階層を除き、当該

年度分の市町村民

税課税世帯であっ

て、その所得割の額

の区分が次の区分

に該当する世帯 

24,300円未満 
10,000 10,000 7,300 7,300 
 9,800  9,800  7,100  7,100 

4 24,300円以上48,600円未満 
11,500 11,500 8,800 8,800 
11,300 11,300  8,600  8,600 

5 48,600円以上72,800円未満 
18,900 18,300 14,300 14,300 
18,500 17,900 14,000 14,000 

6 72,800円以上97,000円未満 
21,900 21,300 16,700 16,700 
21,500 20,900 16,400 16,400 

7 97,000円以上133,000円未満 
30,200 29,300 24,400 20,800 
29,600 28,800 23,900 20,400 

8 133,000円以上169,000円未満 
36,900 36,000 26,200 22,300 
36,200 35,300 25,700 21,900 

9 169,000円以上235,000円未満 
44,500 43,300 28,000 23,800 
43,700 42,500 27,500 23,300 

10 235,000円以上301,000円未満 
48,800 47,500 29,800 25,300 
47,900 46,600 29,200 24,800 

11 301,000円以上349,000円未満 
56,000 54,400 33,400 27,000 
55,000 53,400 32,800 26,500 

12 349,000円以上397,000円未満 
64,400 62,400 33,700 27,300 
63,300 61,300 33,100 26,800 

13 397,000円以上 
72,800 70,600 34,000 27,700 
71,500 69,300 33,400 27,200 

   （注）   網掛け部分が無償化対象で規則から削除する部分 

 

2．利用者負担額改定の場合のシュミレーション 

  利用者負担額を現行徴収基準額から改定を行なう場合、単純に国基準に合わせる場合や現行階層を

維持しつつ各階層の額を引き上げる場合、階層区分自体を見直す場合が考えられます。特に現行階層

で各階層の額を引き上げる場合には、引き上げ率をどのように設定するかによって保護者負担の多少

が出るため過度の引き上げ額となる場合は、保護者理解を得るのが困難になる場合が考えられます。 

  本市としては、以下の引き上げパターンを比較検討しながら利用者負担額の引き上げについては、

保護者にとって過度の負担増とならないよう最適額を設定していかなければなりません。 

  いずれにしても、現行の 3号利用者負担額の国基準の 7割である現状に鑑み、改定を行なうか否か 

 を判断する必要があります。また、今後の無償化相当部分における民間保育施設に対する国の財源手

当とのバランスも総合的に考慮する必要があります。 
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（1）現行利用者負担額と各改定パターン 

 

〔表-11〕現行の利用者負担額（平成 30 年 4月 1日現在児童数×単価×12 ヶ月で積算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔表-12〕改定シミュレーション①-国基準額とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者負担は 6,500 円から最大で 28,200 円（11階層標準時間）の引き上げとなり、年間 

徴収総額の規模は 4億 1千万円程度となります。 

  

各月初日の保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の月額 
上段：保育標準時間 

下段：保育短時間 
利用者負担徴収総額 

(千円/年) 
階層 定 義 0 歳児 1・2歳児 

1 24,300円未満 
10,000 10,000 

306,502 

 9,800  9,800 

2 24,300円以上48,600円未満 
11,500 11,500 

11,300 11,300 

3 48,600円以上72,800円未満 
18,900 18,300 

18,500 17,900 

4 72,800円以上97,000円未満 
21,900 21,300 

21,500 20,900 

5 97,000円以上133,000円未満 
30,200 29,300 

29,600 28,800 

6 133,000円以上169,000円未満 
36,900 36,000 

36,200 35,300 

7 169,000円以上235,000円未満 
44,500 43,300 

43,700 42,500 

8 235,000円以上301,000円未満 
48,800 47,500 

47,900 46,600 

9 301,000円以上349,000円未満 
56,000 54,400 

55,000 53,400 

10 349,000円以上397,000円未満 
64,400 62,400 

63,300 61,300 

11 397,000円以上 
72,800 70,600 

71,500 69,300 

各月初日の保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の月額 
上段：保育標準時間 

下段：保育短時間 
利用者負担徴収総額 

(千円/年) 
階層 定           義 3 歳未満児 

1 48,600 円未満 
16,500 

418,609 

16,300 

2 97,000 円未満 
27,000 

26,600 

3 169,000 円未満 
41,500 

40,900 

4 301,000 円未満 
58,000 

57,100 

5 397,000 円未満 
77,000 

75,800 

6 397,000 円以上 
101,000 

99,400 
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〔表-13〕改定シミュレーション②-各階層 5％程度引き上げる場合 

各月初日の保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の月額 
上段：保育標準時間 

下段：保育短時間 

利用者負担徴収総額 

(千円/年) 
階層 定 義 0 歳児 1・2歳児 

1 24,300円未満 
10,500 10,500 

319,002 

10,300 10,300 

2 24,300円以上48,600円未満 
12,100 12,100 
11,900 11,900 

3 48,600円以上72,800円未満 
19,900 19,300 
19,500 18,800 

4 72,800円以上97,000円未満 
23,000 22,400 
22,600 22,000 

5 97,000円以上133,000円未満 
31,800 30,800 
31,100 30,300 

6 133,000円以上169,000円未満 
38,800 37,800 
38,100 37,100 

7 169,000円以上235,000円未満 
46,800 45,500 
45,900 44,700 

8 235,000円以上301,000円未満 
51,300 49,900 
50,300 49,000 

9 301,000円以上349,000円未満 
58,800 57,200 
57,800 56,100 

10 349,000円以上397,000円未満 
67,700 65,600 
66,500 64,400 

11 397,000円以上 
76,500 74,200 
75,100 72,800 

保護者負担は 500 円から最大で 3,600 円（11 階層標準時間）の引き上げとなり、年間徴収総額の規模

は 3億 1千万円程度となります。 

 

〔表-14〕改定シミュレーション③-徴収基準額表を改定（芦屋市基準にあてはめた場合） 

各月初日の保育を受ける子どもの属する 

世帯の階層区分 

利用者負担の月額 

上段：保育標準時間 

下段：保育短時間 

利用者負担徴収総額 

(千円/年) 

階層 定 義 3 歳児未満 

1 48,600円未満（ひとり親） 
4,750 

367,782 

4,650 

2 48,600円未満（ひとり親以外） 
9,500 
9,300 

3 67,500円未満（ひとり親） 
7,500 
7,350 

4 67,500円未満（ひとり親以外） 
15,000 
14,700 

5 77,100円未満（ひとり親） 
9,000 
8,800 

6 77,100円未満（ひとり親以外） 
25,500 
25,000 

7 97,000円未満 
25,500 
25,000 

8 125,500円未満 
35,500 
34,800 

9 169,000円未満 
43,500 
42,700 

10 251,000円未満 
54,500 
53,500 

11 301,000円未満 
60,000 
58,900 

12 397,000円未満 
71,000 
69,700 

13 397,000円以上 
89,000 
87,400 
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保護者負担は 5 階層までの階層区分までは現行より軽減が図られる一方、6 階層以降は最大で

12,500 円（現行 11階層標準時間)の引き上げとなり、現行の徴収 2区分（0歳児、1・2歳児）を

1 区分（3 歳児未満）とすることで、1・2 歳児の全体的に各階層単価が引き上がることにより年

間徴収総額の規模は 3億 6千万円程度となります。 

 

〔表-15〕現行利用者負担額と各シミュレーション比較           （単位：千円,％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

改定にあたり、国基準に改定すれば、112,107 千円／年の増収となり単価を 5％引き上げた場

合は、12,500 千円／年の増収となります。 

 

（2）改定にあたっての本市の利用者負担額の特性と態様 

 現行徴収基準 
シミュレーション①

（国基準） 

シミュレーション② 

（単価 5％引上） 
シミュレーション③ 

（芦屋市 ver.） 

徴収総額 306,502 418,609 319,002 367,782 

増収差額  112,107 12,500 61,280 

徴収率 73.2 100.0 76.2 87.8 

備  考 
(無償化想定階層) 

11 階層(2 区分) 6 階層(1 区分) 11 階層(2 区分) 13 階層(1 区分) 

  

〔表-16〕園別階層毎分布（平成 29 年度の利用者延べ人数） 
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  本市の世帯階層区分については、9階層が 4,093 人、7階層が 3,989 人、8階層が 3,890 人とこの 3

階層で 11,972 人となり全体に占める割合は 46.4 パーセントとなります。毎年、構成比率に変化が生

じますが概ね 9 階層・8 階層・7 階層の占める割合は大きく変化しません。世帯年収は 7 階層で 470

万円～550 万円、8階層 551 万円～740 万円、9 階層 741 万円～820 万円の世帯と推定できます。改定

にあたっては、各階層に分布する世帯状況を勘案しつつ過度の引き上げとならないよう注意が必要で

す。 

 

Ⅳ その他利用者負担額について考慮する事項 

1．第 3子以降保育料無償化について 

 多子世帯の保護者の経済的負担軽減を図るため、国の多子世帯（2子・3子）等の無償化と併せ、 

府及び市も独自に第 3子以降利用者負担額の無償化を実施している。今後、国の幼児教育・保育の無

償化による本制度の制度改正も考慮しておかなければなりません。 

 

〔表-17〕府・市の第 3子以降利用者負担額無償化の状況（平成 29 年度実績数）   （単位：人,％） 

 対象者数 対象延人数 減免額 

第 3子無料（市） 176 2,069 54,579,600 

第 3 子無料（府） 200 2,283 42,464,850 

合   計 376 4,352 97,044,450 

 

2．国の幼児教育・保育の無償化による地方負担に対する国の財政措置と利用者負担額について 

幼児教育・保育の無償化（3 号の非課税世帯の無償化を含む）によって、利用者負担額も大きく影響

を受けることが予想されます。国の無償化による利用者負担額相当部分の地方に対する財政措置につい

ては、民間施設では、市負担が発生するものの一定割合で国費・府費の補助が見込めます。現在、2 号

児童の徴収実績が国基準の 5割程度であることから、無償化により民間施設分に限っては市負担が軽減

されることが予想されます。しかし、公立施設においては全て地方負担となり新たな財政負担が発生す

ることとなります。また、3 号児童については、大部分が無償化の対象外となりますが、無償化による

2号の影響額とのバランスも考慮しながら改定について判断する必要があると考えます。〔表-18〕 
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2 号(3 歳児以上) 

3 号(0・1・2 歳児) 

※民間・公立とも上段は現行の利用者負担額の状況、下段は無償化後の国措置後の負担割合 

 3 号の非課税世帯もこのフレームに含まれる 

利用者負担改定額部分 

〔表-18〕無償化に係る利用者負担額対比表         ※(注)交付税措置は考慮していない 

 

 

 

 

   利用者負担額改定額部分  

    ※民間・公立とも上段は現行の利用者負担額の状況、下段は改定を行なった場合の負担割合 

 

3．公立保育所民営化等実施計画と無償化による利用者負担額の影響について 

前述の負担割合による影響については民間施設と公立施設で財政措置に差異があることから、市の負担

額も民間施設と公立施設では大きな差額がでるものと予想されます。市では、現在「公立保育所民営化

等実施計画」に基づき公立保育所の民営化等を実施しており平成 29 年 4 月に梅美台保育園を、平成 31

年 4 月には兜台保育園を民営化し、続く平成 32 年 4 月から木津川台保育園の民営化の手続きを進めて

います。今回の無償化により民営化対象 3園で約 6千 2百万円程度の財政負担が軽減できるものと考え

ます。〔表-19〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担額 50％ 市負担部分 

国費 1/2 府 1/4 市 1/4 

利用者負担額 50％ 市負担部分 

全額市負担 

利用者負担額 70％ 市負担部分 

利用者負担額 70％  市負担部分 

利用者負担額 70％ 市負担部分 

利用者負担額 70％  市負担部分 

利用者負担額総額=国基準額 

民

間 

利用者負担額総額=国基準額 

公

立 

民

間 

公

立 

 

教育・保育無償化に係る影響額（民営化関連　民営化した対象園を計上）

園名 Ｈ２９保育料 円 国1/2　千円 府1/4　千円 市1/4　千円

梅美台保育園 36,626,640

兜台保育園 28,690,580

木津川台 18,049,100

合計 83,366,320 a b

a-b= 62,524千円 公立保育所民営化により無償化による自治体負担影響軽減額

H32からの無償化による市影響負担額
　

Ｈ２９保育料 千円 国1/2　千円 府1/4　千円 市1/4　千円

205,270 - - 205,270
211 - - 211

205,481 - - 205,481
223,994 111,997 55,999 55,999

1,313 657 328 328
225,307 112,654 56,327 56,327

※民営化対象園（兜台・木津川台）は市内私立子ども園欄に計上

c+b= 261,808 千円-地方負担影響額

私立こども園等（広域利用）
私立こども園等合計            b

41,683 20,841 20,842

形　　　態
公立保育所（市内）
公立保育所（広域利用） 
公立保育所合計                c
私立こども園（市内）
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Ⅴ まとめ 

 本市の利用者負担額については、2019 年 10 月 1日施行の幼児教育・保育の無償化の影響を見るとき、

民間施設と公立施設の補助スキームの差異等から国の保育の民間シフトが強まってきていることが見

受けられ、今後は「公立保育所民営化等実施計画」よる保育施設配置を進めることを基本としつつ待機

児童対策との整合も図り年度毎の PDCA サイクルにより検証を行いながら、併せて本検証をベースに利

用者負担額の改定についてもタイミングとしては、2019 年 10 月 1 日施行の幼児教育・保育の無償化の

実施状況及び子育て施策のインセンティブ部分も考慮しながら利用者負担額改定の実施決定を行って

いかなければならないものと考えます。



   

 

令和元年６月 

健康福祉部 こども宝課  保育係 



●平成３０年度・令和元年度決算ベースにおける運営費・利用者負担額・市負担額【一般会計決算ベース】
【資料③】

【民間保育施設】

■平成３０年度

〇歳入 （単位：円） 〇歳出 （単位：円）

国補助金 府補助金

247,263,340 133,402,200 113,861,140 1,112,379,488 384,325,200 211,876,019 516,178,269

■令和元年度

〇歳入 （単位：円） 〇歳出 （単位：円）

国補助金 府補助金

207,743,250 78,214,780 129,528,470 1,303,219,035 565,006,827 290,007,380 448,204,828

【公立保育所】

■平成３０年度

〇歳入 （単位：円） 〇歳出 （単位：円）

国補助金 府補助金

211,147,680 124,283,350 86,864,330 794,321,749 0 0 794,321,749

■令和元年度

〇歳入 （単位：円） 〇歳出 （単位：円）

国補助金 府補助金

118,411,250 67,070,790 51,340,460 448,698,042 0 0 448,698,042

保育園利用料 決算額

■備考

　２号認定（３～５歳）　7,535人

　３号認定（０～２歳）　4,631人
３～５歳 ０～２歳 市負担（一般財源）

特定財源

内訳 財源内訳

内訳 財源内訳

保育園利用料 決算額

■備考

　２号認定（３～５歳）　8,474人

　３号認定（０～２歳）　5,620人
３～５歳 ０～２歳 市負担（一般財源）

内訳 財源内訳

特定財源

保育園利用料 決算額

■備考

　２号認定（３～５歳）　7,775人

　３号認定（０～２歳）　4,559人

特定財源

内訳 財源内訳

特定財源
３～５歳 ０～２歳 市負担（一般財源）

保育園利用料 決算額

■備考

　２号認定（３～５歳）　9,544人

　３号認定（０～２歳）　6,283人

　兜台保育園完全民営化に伴う特定財源増

　　　　　　　　　　　　　76,457,660円

３～５歳 ０～２歳 市負担（一般財源）
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